
別表第１ 全ての車両系建設機械
1.1 原動機

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.1.1
ディーゼル
エンジン



本
体

ａ 始動性  エンジンのかかり具合
及び異音の有無を調べ
る。

 始動が容易で、かつ、
異音がないこと。

 予熱栓がある場合は、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

ｂ 回転の状態  アイドリング時及び無
負荷最高回転時の回転数
を調べる（非電子制御式
のエンジンに限る。）。

 回転数が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 アイドリング時及び無
負荷最高回転時の回転数
について異常を示す表示
及び警告灯の点灯の有無
を調べる（電子制御式の
エンジンに限る。）。

 異常を示す表示及び警
告灯の点灯がないこと。

 エンジンを加速したと
き、アクセルペダル又は
レバーの引っ掛かり、エ
ンジン停止及びノッキン
グの有無を調べる。

 引っ掛かり、エンジン
停止及びノッキングがな
いこと。

ｃ 排気の状態  エンジンを十分に暖機
した状態で、アイドリン
グ時から高速回転時まで
の排気色及び排気音の異
常の有無を調べる。

 排気色及び排気音が正
常であること。

 排気管の取付け部、マ
フラー本体、継手部等か
らのガス漏れの有無を調
べる。

 ガス漏れがないこと。

ｄ エアクリー
ナー

 ケースの亀裂、変形及
び蓋部、接続管等の緩み
の有無を調べる。

 ケースに亀裂及び変形
がなく、かつ、蓋部、接
続管等の緩みがないこ
と。

 エレメントの汚れ及び
損傷の有無を調べる。

 著しい汚れ及び損傷が
ないこと。

 油量及び油の汚れの有
無を調べる（オイルバス
式のエアクリーナーに限
る。）。

 油量が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあり、著しい汚
れがないこと。

ｅ 締付け シリンダーヘッド及びマ
ニホールドの締付け部にお
けるボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

緩み及び脱落がないこ
と。

ただし、これらの部分か
らガス漏れ及び水漏れが認
められない場合は、この検
査を省略することができ
る。

ｆ 弁すき間  弁すき間を調べる（非
電子制御式のエンジンに
限る。）。

 弁すき間が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

ただし、弁すき間の異
常による異音がなく、か
つ、エンジンが円滑に回
転している場合は、この
検査を省略することがで
きる。

 弁すき間について異常
を示す表示及び警告灯の
点灯の有無を調べる（電
子制御式のエンジンに限
る。）。

 異常を示す表示及び警
告灯の点灯がないこと。

ｇ 圧縮圧力  圧縮圧力を調べる（非
電子制御式のエンジンに
限る。）。

 圧縮圧力が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

ただし、アイドリング
時及び加速時の回転の状
態並びに排気の状態に異
常がない場合は、この検
査を省略することができ
る。
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車 両 系 建 設 機 械 特 定 自 主 検 査 基 準

一 こ の 告 示 は 、 労 働 安 全 衛 生 法 及 び 作 業 環 境 測 定 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 三 十 三

号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 四 十 五 条 第 三

項 の 規 定 に よ る 特 定 自 主 検 査 の う ち 、 労 働 安 全 衛 生 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 三 十 二 号 ） 第 百

六 十 九 条 の 二 第 一 項 に 定 め る 特 定 自 主 検 査 （ 次 号 に お い て 単 に 「 特 定 自 主 検 査 」 と い う 。 ） に つ い て

適 用 す る 。

二 特 定 自 主 検 査 は 、 別 表 第 一 か ら 別 表 第 七 ま で の 左 欄 に 掲 げ る 検 査 対 象 の 構 造 及 び 装 置 の 区 分 に 応

じ 、 こ れ ら の 表 の 中 欄 に 掲 げ る 検 査 方 法 に よ る 検 査 の 結 果 が 、 こ れ ら の 表 の 右 欄 に 掲 げ る 判 定 基 準

に 適 合 し て い る こ と を 確 認 す る こ と に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。

〇 厚 生 労 働 省 告 示 第 三 百 二 十 号

労 働 安 全 衛 生 法 及 び 作 業 環 境 測 定 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 三 十 三 号 ） 第 一 条 の 規

定 に よ る 改 正 後 の 労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 四 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、

車 両 系 建 設 機 械 特 定 自 主 検 査 基 準 を 次 の よ う に 定 め 、 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日 厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎







 圧縮圧力について異常
を示す表示及び警告灯の
点灯の有無を調べる（電
子制御式のエンジンに限
る。）。

 異常を示す表示及び警
告灯の点灯がないこと。

ｈ 過給機  アイドリング時から高
速回転時までの異常振動
及び異音の有無を調べ
る。

 異常振動及び異音がな
いこと。

 本体（吸排気管接続部
を含む。）からのガス漏れ
の有無を調べる。

 ガス漏れがないこと。

ｉ エンジンマ
ウント

 ブラケットの亀裂及び
変形の有無を調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 防振ゴムの損傷及び劣
化の有無を調べる。

 損傷及び劣化がないこ
と。

 潤滑装置  オイルパン内の油量及
び油の汚れの有無を調べ
る。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ヘッドカバー、オイル
パン、パイプ等からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 エレメントの汚れ及び
損傷の有無を調べる。

 著しい汚れ及び損傷が
ないこと。

ただし、製造者が定め
る方法により定期的に交
換されている場合は、省
略することができる。

 燃料装置  燃料タンク、噴射ポン
プ、ホース、パイプ等か
らの燃料漏れの有無を調
べる。

 燃料漏れがないこと。

 燃料ホースの損傷及び
劣化の有無を調べる。

 損傷及び劣化がないこ
と。

 燃料フィルターエレメ
ントの汚れ及び目詰まり
の有無を調べる。

 著しい汚れ及び目詰ま
りがないこと。

ただし、製造者が定め
る方法により定期的に交
換されている場合は、検
査を省略することができ
る。

 冷却装置  冷却水の量及び汚れの
有無を調べる。

 水量が適正で、著しい
汚れがないこと。

 ラジエーター、エンジ
ン本体、ウォーターポン
プ、ホース等からの水漏
れの有無及びラジエー
ターのフィンの目詰まり
の有無を調べる。

 水漏れ及び目詰まりが
ないこと。

 ホースのひび割れその
他損傷及び劣化の有無を
調べる。

 ひび割れその他損傷及
び劣化がないこと。

 ラジエーターキャップ
のバルブ機能の異常の有
無を調べる。

 正常に機能すること。

 ラジエーターキャップ
のバルブシート面の損傷
の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 ファンベルトの緩みを
調べる。

 張り具合が適正である
こと。

 ファンベルトの摩耗及
び損傷の有無を調べる。

 著しい摩耗及び損傷が
ないこと。

 冷却ファン、カバー、
ダクト等の亀裂、損傷及
び変形の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。

 冷却ファン、カバー等
の各取付けボルト及び
ナットの緩み及び脱落の
有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。



電
気
装
置

ａ 充電装置 電流計及び充電表示灯に
よって機能の異常の有無を
調べる。

機能に異常がないこと。

ｂ バッテリー  電解液の量が規定の範
囲内にあるかを調べる。

 電解液の量が当該車体
の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。ただし、液量を確認で

きない構造のバッテリー
については、インジケー
ターの表示確認又は電圧
を測定することにより、
バッテリーの充電状態を
確認する。

インジケーターの表示
確認又は電圧測定による
場合は、表示又は測定値
が当該車体の構造及び性
能に照らし、適正である
こと。

 端子部の緩み、損傷及
び腐食の有無を調べる。

 緩み、損傷及び著しい
腐食がないこと。
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ｃ 配線  接続部の緩みの有無を
調べる。

 緩みがないこと。

 損傷の有無を調べる。  損傷がないこと。

 エアコンプレッ
サー

 作動させて異常振動及
び異音の有無を調べる。

 異常振動及び異音がな
いこと。

 コンプレッサー及び周
辺機器各部からのエア漏
れ及び油漏れの有無を調
べる。

 エア漏れ及び油漏れが
ないこと。

 エアタンク等のドレン
コックを開いて水が溜
まっていないかを調べ
る。

 水が溜まっていないこ
と。

 アンローダー機能の適
否を調べる。

 上限規定圧力で無負荷
運転になり、下限規定圧
力で負荷運転になるこ
と。

1.1.2
電動機

 電動機本体  異常振動及び軸受部の
異音の有無を調べる。

 異常振動及び異音がな
いこと。

 コイルの絶縁抵抗を調
べる。

 絶縁抵抗が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 スリップリングのしゅ
う動面の汚れ、荒れ、腐
食及び亀裂の有無を調べ
る。

 汚れ、荒れ、腐食及び
亀裂がないこと。

 ブラシの摩耗量及び当
たりの状態を調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲であり、全周の
当たり具合が正常である
こと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 駆動用ベルト  ベルトの緩みを調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 ベルトの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ベルトカバーの亀裂、
損傷及び変形の有無を調
べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 始動装置（別名
起動装置）

 ヒューズの容量及び取
付け状態を調べる。

 ヒューズの容量及び取
付け状態が適正であるこ
と。

 電動機を始動させ、機
能の異常の有無を調べ
る。

 正常に機能すること。

 接点の損傷及び摩耗の
有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 配線の接続部の緩みの
有無を調べる。

 緩みがないこと。

 配線の損傷の有無を調
べる。

 損傷がないこと。

 保護装置  漏電ブレーカーの作動
テストを行う。

 確実に作動すること。

 過電流リレーの動作電
流設定値を調べる。

 過電流リレーの動作電
流設定値が電動機定格電
流に合致していること。

 過電流リレーの作動テ
ストを行う。

 確実に作動すること。



配
線
等

ａ 分電盤  ヒューズの容量及び取
付け状態を調べる。

 ヒューズの容量及び取
付け状態が適正であるこ
と。

 配線及び各取付けボル
トの損傷、緩み及び脱落
の有無を調べる。

 損傷、緩み及び脱落が
ないこと。

 各器具の破損の有無を
調べる。

 破損がないこと。

ｂ ケーブル  損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 端末処理の状態を調べ
る。

 適正であること。

ｃ 接地線 電動機及び制御盤の接地
線の有無並びに外れ及び断
線の有無を調べる。

接地線が正常に取り付け
られ、外れ及び断線がない
こと。

1.2 油圧装置

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.2
油圧装置

 作動油タンク  取付け部及び外周壁面
の溶接部並びにカバー、
継手、油面計等の接続部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れ及びエア漏れが
ないこと。

作動油タンクが加圧式
タンクの場合は、エア漏
れ（安全弁からのものを
含む。）の有無を調べる。
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 機械を水平な場所に置
き、油量及び油の汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

ただし、製造者が定め
る方法によりオイル管理
を行っている場合は、油
の汚れの有無の確認を省
略することができる。

 ブリーザーの目詰まり
の有無を調べる。

 目詰まりがないこと。

 ブラケットの取付け状
態並びにボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 取付け状態が適正で、
かつ、ボルト及びナット
の緩み及び脱落がないこ
と。

 フィルター（サ
クションフィル
ター、リターン
フィルター、ライ
ンフィルターを含
む。）

 フィルターエレメント
を取り出し、汚れ、目詰
まり及び損傷の有無を調
べる。

 汚れ、目詰まり及び損
傷がないこと。

ただし、フィルターエ
レメントについて、製造
者が定める方法により定
期的に交換されている場
合は、この検査を省略す
ることができる。

 フィルターケース、取
付けフランジ、パイプ等
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）

 亀裂、ひび割れその他
損傷、劣化及びねじれの
有無を調べる。

 亀裂、ひび割れその他
損傷、劣化及びねじれが
ないこと。

 継手部からの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 取付け状態並びにボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 取付け状態が適正で、
かつ、ボルト及びナット
の緩み及び脱落がないこ
と。

 油圧ポンプ（駆
動装置を含む。）

 パイプ及びホースとの
継手部並びにシール部か
らの油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 油圧ポンプを作動させ
て無負荷及び負荷状態に
おける異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 油圧ポンプに負荷をか
けて、負荷時の吐出量及
び吐出圧力を調べる。

 吐出量及び吐出圧力が
当該車体の構造及び性能
に照らし、適正であるこ
と。ただし、の検査の結

果、異常振動、異音及び
異常発熱がない場合は、
この検査を省略すること
ができる。



Ｈ
Ｓ
Ｔ
用
ポ
ン
プ
付
属
弁

ａ ポンプコン
トロール弁

 前進、後進及び中立の
切換えが円滑に行えるか
を調べる。

 切換えが円滑であるこ
と。

 中立位置の適否を調べ
る。

 ポンプの中立位置と一
致し、中立位置で機械が
静止していること。

 接合部及びシール部か
らの油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

ｂ プ レ ッ
シャーオー
バーライド弁

 プレッシャーオーバー
ライド弁の作動圧をか
け、ポンプの吐出量を調
べる。

 吐出量が０になるこ
と。

 接合部からの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 油圧モーター  パイプ及びホースとの
継手部並びにシール部か
らの油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 油圧モーターを作動さ
せ、無負荷及び負荷状態
における異常振動、異音
及び異常発熱の有無を調
べる。

 作動の適否に異常がな
く、かつ、異常振動、異
音及び異常発熱がないこ
と。

 油圧シリンダー  油圧シリンダーの作動
の適否を調べる。

 円滑に作動すること。

 数回伸縮させた後、
シール部からの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 負荷をかけて静止さ
せ、シリンダーの伸縮量
を調べる。

 伸縮量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正であること。

 シリンダーチューブ及
びロッドの打痕、亀裂、
曲がり及び擦り傷の有無
を調べる。

 打痕、亀裂、曲がり及
び擦り傷がないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







 方向制御弁（コ
ントロール弁、パ
イロットコント
ロール弁を含む。）

 スプールを動かし、円
滑に作動するか調べる。

 円滑に作動すること。

 本体、配管及び継手部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

 電磁弁  電磁弁を作動させて、
異音及び異常発熱の有無
並びに作動の適否を調べ
る。

 異音及び異常発熱がな
く、かつ、正常に作動す
ること。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 圧力制御弁（リ
リーフ弁、減圧弁、
シーケンス弁、カ
ウンターバランス
弁、アンロード弁、
ブレーキ弁を含
む。）

 アクチュエーターを作
動させるなどして負荷を
かけ、作動の適否を調べ
る。

 圧力制御弁が正常に作
動すること。

 本体、配管及び継手部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 流量制御弁（絞
り弁、フローコン
トロール弁、デバ
ダー弁を含む。）

 アクチュエーターを作
動させて、作動の適否を
調べる。

 流量制御弁が正常に作
動すること。

 本体、配管及び継手部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 逆 止 め 弁
（チェック弁、パ
イロットチェック
弁、シャトル弁を
含む。）

 アクチュエーターを作
動させて、作動の適否を
調べる。

 逆止め弁が正常に作動
すること。

 本体、配管及び継手部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 オイルクーラー  暖機運転の後、油温の
適否を調べる。

 冷却効果が適正である
こと。

 フィンの目詰まり並び
にパイプの変形及び破損
の有無を調べる。

 目詰まり並びに著しい
変形及び破損がないこ
と。

 クーラー本体及び配管
接続部からの油漏れの有
無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ファンベルトの緩みを
調べる。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 ベルトの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 電動式にあっては、
モーターの異常振動、異
音及び異常発熱の有無を
調べる。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 アキュムレー
ター

 アクチュエーターを作
動させ、作動速度等の異
常の有無を調べる。

 アキュムレーターが正
常に作動すること。

 配管、ホース等の振れ
及び異音の有無を調べ
る。

 振れ及び異音がないこ
と。

 ガス封入圧を調べる。  ガス封入圧が当該車体
の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

ただし、の検査の結
果、正常に作動し、かつ、
の検査の結果、振れ及
び異音がない場合は、こ
の検査を省略することが
できる。

 回転継手（セン
タージョイント、
スイベルジョイン
トを含む。）

負荷をかけた状態で回転
させ、回転の状態及び回転
継手からの油漏れの有無を
調べる。

円滑に回転し、油漏れが
ないこと。

1.3 上部旋回体

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.3.1
原動機

ディーゼルエンジン この表の「1.1.1 ディーゼルエンジン」に掲げる検
査方法及び判定基準を適用すること。

1.3.2
動力伝達装
置

 主クラッチ（機
械式のものに限
る。）

 アイドリング状態でク
ラッチを切り、異音の有
無を調べるとともにギヤ
を切り替えて、クラッチ
の切れ具合を調べる。

 異音がなく、かつ、ク
ラッチが完全に切れるこ
と。

 クラッチを徐々に接続
し、発進の具合を調べる。

 滑りがなく、かつ、接
続が円滑であること。

 クラッチペダル
及びレバー（機械
式のものに限る。）

 操作して重さ及び戻り
具合を調べる。

 重さ及び戻り具合が適
正であること。

 ペダルの遊び及びク
ラッチが完全に切れたと
きのペダルと床面との隙
間を調べる。

 ペダルの遊び及びペダ
ルと床面との隙間が過大
又は過小でないこと。
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 クラッチケース
（機械式のものに
限る。）

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 トランスミッ
ション

 レバーを前進又は後進
に入れ、車体を駆動させ
て作動の適否並びにレ
バーの抜け、異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 正常に作動し、かつ、
レバーの抜け、異音及び
異常発熱がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 流体継手及びト
ルクコンバーター
（機械式のものに
限る。）

 負荷をかけ、異音及び
異常発熱の有無を調べ
る。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 チェーン及びス
プ ロ ケ ッ ト
（チェーンケース
を含む。）（機械式
のものに限る。）

 回転の状態における異
常振動及び異音の有無を
調べる。

 異常振動及び異音がな
いこと。

 チェーンの緩み及び伸
びを調べる。
ただし、の検査の結
果、異常振動及び異音が
認められない場合は、こ
の検査を省略することが
できる。

 緩み及び伸びが当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 ケース内の油量及び油
汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ギヤ及びピニオ
ン（機械式のもの
に限る。）

回転の状態における異音
及び歯当たりの異常の有無
を調べる。
ただし、回転時に異音が
認められない場合は、歯当
たりの検査を省略すること
ができる。

異音がなく、かつ、歯当
たりが適正であること。

 ギヤボックス、
ギヤケース及びギ
ヤカバー（機械式
のものに限る。）

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 軸及び軸受（機
械式のものに限
る。）

負荷をかけた回転の状態
における異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

異常振動、異音及び異常
発熱がないこと。

 巻上げ減速機
（油圧式のものに
限る。）

 負荷をかけた状態にお
ける異常振動、異音及び
異常発熱の有無を調べ
る。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 旋回減速機（油
圧式のものに限
る。）

 旋回中の異音及び異常
発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ドラム本体  亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 ドラムロック用のラ
チェット部の欠損及び摩
耗の有無を調べる。

 欠損及び著しい摩耗が
ないこと。

 ドラム軸及び軸
受

ドラムに負荷をかけ、異
音、異常発熱及び振れの有
無を調べる。

異音、異常発熱及び振れ
がないこと。

 カムクラッチ
（機械式のものに
限る。）

作動させてスリップの有
無及び作動の適否を調べ
る。

スリップがなく、かつ、
正常に作動すること。

 ジブ降ろし装置
（機械式のものに
限る。）

 ジブを起伏させ、パウ
ルの作動の適否を調べ
る。

 円滑に作動すること。

 カバーを取り外し、パ
ウルの亀裂、変形及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







ただし、の検査の結
果、作動異常が認められ
ない場合は、この検査を
省略することができる。

 旋回及び走行切
換えクラッチ（機
械式のものに限
る。）

 クラッチの作動具合及
び負荷をかけたときの抜
出しの有無を調べる。

 入り及び切りが円滑
で、かつ、抜出しがない
こと。

 クラッチの爪部の摩耗
の有無を調べる。
ただし、の検査の結
果、作動異常が認められ
ない場合は、この検査を
省略することができる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 クラッチ、ブ
レーキバンド、
シュー、ライニン
グ及びドライバー

 クラッチ及びブレーキ
の作動の適否を調べる。

 円滑に作動すること。

 バンド、シュー及びド
ライバーの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 ライニングの摩耗量を
調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 ライニングとドラムの
当たりの異常の有無を調
べる。

 クラッチ又はブレーキ
を解放したとき、ライニ
ングがドラムに接触しな
いこと。
ライニングの当たりが
均一で、かつ、条痕がな
いこと。

 ライニングの当たり面
の油脂の付着等の汚れの
有無を調べる。

 汚れがないこと。

 リベットの緩みの有無
を調べる。

 緩みがないこと。

 マスターシリン
ダー

 ペダル又はレバーを反
復操作し、油漏れの有無
を調べる。

 油漏れがないこと。

 リザーバータンク内の
油量及び油の汚れの有無
を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ホイールシリン
ダー

圧力をかけた状態を保持
し、油漏れの有無を調べる。

油漏れがないこと。

 ロッド、リンク
及びケーブル類

 損傷の有無及びクラン
プの緩みの有無を調べ
る。

 損傷及び緩みがないこ
と。

 クラッチ及びブレーキ
を作動させ、連結部の緩
み及びがた並びに割りピ
ンの欠損の有無を調べ
る。

 緩み及びがたがなく、
かつ、割りピンの欠損が
ないこと。

 ホース及びパイ
プ

 圧力をかけ、油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ひび割れその他損傷及
び劣化の有無を調べる。

 著しいひび割れその他
損傷及び劣化がないこ
と。

 ホースクランプ及びパ
イプ支持部の取付けボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無並びにホース
及びパイプと車体その他
の部分との干渉の有無を
調べる。

 緩み及び脱落がなく、
かつ、干渉がないこと。

1.3.3
操 縦 装 置
（ホイール
式のものに
限る。）

 ハンドル  走行状態で、ハンドル
の振れ及び取られの有無
並びに戻り具合及び重さ
を調べる。

 振れ及び取られがな
く、かつ、戻り具合及び
重さが適正であること。

 上下左右及び前後に動
かして緩み及びがたの有
無を調べる。

 著しいがたがなく、か
つ、取付け部に緩みがな
いこと。

　  パワーステアリ
ング装置（ハイド
ロスタティック式
のものに限る。）

 油圧ポンプを作動さ
せ、ポンプ、バルブ、ホー
ス、パイプ、シリンダー
等からの油漏れの有無を
調べる。

 油漏れがないこと。

 ホース及びパイプのひ
び割れその他損傷及び劣
化の有無を調べる。

 著しいひび割れその他
損傷及び劣化がないこ
と。

 ポンプ、バルブ、ホー
ス、パイプ、シリンダー
等に係る取付けボルト及
びナットの緩み及び脱落
の有無並びにホース及び
パイプと車体その他の部
分との干渉の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がなく、
かつ、干渉がないこと。

1.3.4
油圧装置

 作動油タンク
 フィルター
 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）

この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。令
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 油圧ポンプ（駆
動装置を含む。）
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー
 アキュムレー
ター
 回転継手

1.3.5
操作装置

レバー、ペダル及
びスイッチ

レバー等を操作し、スト
ロークの適否及びがたの有
無を調べる。

ストロークが適正で、か
つ、著しいがたがないこと。

1.3.6
安全装置



旋
回
ロ
ッ
ク
及
び
旋
回
制
動
装
置

ａ 旋回ロック  ロックの効き具合を調
べる。

 効き具合が正常である
こと。

 ロック部の亀裂及び損
傷の有無を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 油圧によって作動する
型式のものは、油漏れの
有無並びに油圧ホースの
ひび割れその他損傷及び
劣化の有無を調べる。

 油漏れ並びに油圧ホー
スのひび割れその他損傷
及び劣化がないこと。

ｂ ブレーキ式
旋回制動装置

 ブレーキの作動の適否
を調べる。

 確実に作動すること。

 バンド、シュー、ディ
スク、レバー等の亀裂及
び変形の有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ライニング、ディスク
及びパッドの摩耗の有無
を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 油圧によってブレーキ
式旋回制動装置が作動す
る型式のものにあって
は、油漏れの有無並びに
油圧ホースのひび割れそ
の他損傷及び劣化の有無
を調べる。

 油漏れ並びに油圧ホー
スのひび割れその他損傷
及び劣化がないこと。



ド
ラ
ム
ロ
ッ
ク
装
置

ａ 爪及びドラ
ム

 掛かり及び外れの操作
を繰り返し、操作レバー
及び爪の作動の適否を調
べる。

 作動が正常であるこ
と。

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

ｂ 操作機構  レバーを操作し、作動
の適否を調べる。

 円滑に作動すること。

 損傷及び腐食の有無を
調べる。

 損傷及び腐食がないこ
と。

 ドラムロック装置が油
圧によって作動する型式
のものは、油漏れの有無
並びに油圧ホースのひび
割れその他損傷及び劣化
の有無を調べる。

 油漏れ並びに油圧ホー
スのひび割れその他損傷
及び劣化がないこと。

ｃ パウルコン
トロール

 ばねのへたりの有無を
調べる。

 へたりがないこと。

 フリクションシューの
摩耗量を調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 ペダルロック
及びレバーロッ
ク

ロックの効き具合並びに
損傷及び変形の有無を調べ
る。

効き具合が正常で、かつ、
損傷及び変形がないこと。

1.3.7
車体関係

 旋回フレーム及
びブラケット

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ローラーパス、
ローラーブラケッ
ト、ローラー及び
ピン（機械式のも
のに限る。）

 ローラーパス及びロー
ラーブラケット溶接部の
亀裂の有無を調べる。

 亀裂がないこと。

 ローラーブラケットの
取付けボルト及びナット
の緩み及び脱落の有無を
調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ローラー及びローラー
パス面の汚れ及び偏摩耗
の有無を調べる。

 汚れ及び偏摩耗がない
こと。

 無負荷状態及び負荷状
態で緩旋回させてロー
ラーの回転の状態を調べ
る。

 回転が円滑で、かつ、
上部旋回体の揺れがない
こと。

 ローラーとローラーパ
スの隙間を、90度間隔で
４箇所について調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。
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 旋回ベアリング
及び旋回ギヤ

 緩旋回を行って旋回時
の引っ掛かり及び異音の
有無を調べる。

 引っ掛かり及び異音が
ないこと。

 旋回ギヤの亀裂及び摩
耗の有無を調べる。
ただし、の検査の結
果、引っ掛かり及び異音
がない場合は、この検査
を省略することができ
る。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ベアリングシールの損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 スリップリング
及びブラシ（油圧
式のものに限る。）

旋回させて各計器及びモ
ニターの作動の適否を調べ
る。

正常に作動すること。

 キャブ  亀裂、変形、腐食及び
雨漏りの有無を調べる。

 亀裂、著しい変形、腐
食及び雨漏りがないこ
と。

 ドア及びカバーの開閉
状態並びにロック及び
キーの異常の有無を調べ
る。

 開閉状態並びにロック
及びキーに異常がないこ
と。

 ガラスのがた及び破損
の有無を調べる。

 がた及び破損がないこ
と。

 カウンターウェ
イト

取付けボルトの緩み、脱
落及び伸びの有無を調べ
る。

緩み、脱落及び伸びがな
いこと。

 座席  調整・ロック装置の作
動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 シートベルト  ベルトの損傷の有無を
調べる。

 損傷がないこと。

 シートベルトを締め、
バックルの巻取装置の
ロックの状態を調べる。

 正常にロックされるこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 昇降設備及び滑
り止め

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 表示板 車両系建設機械構造規格
（昭和47年労働省告示第
150号）第８条及び第15条
に規定する事項が表示され
た表示板の損傷の有無及び
取付け状態を調べる。

損傷がなく、かつ、適正
に取り付けられているこ
と。

 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）

 各スイッチ類を操作
し、作動の適否及び取付
け状態を調べる。

 正常に作動し、かつ、
適正に取り付けられてい
ること。

 各灯火類のレンズの破
損及び水等の浸入の有無
を調べる。

 破損及び水等の浸入が
ないこと。

 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、表示灯、
多重電送装置を含
む。）

エンジンを回転させた状
態及び走行状態で、各計器
の作動の適否を調べる。

正常に作動すること。

 後写鏡及び反射
鏡

汚れ及び損傷の有無並び
に写影の状態を調べる。

汚れ及び損傷がなく、か
つ、写影が正常であること。

1.4 下部走行体（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.4.1
走行装置

 起動輪、遊動輪
及びスプロケット

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 走行させて起動輪及び
遊動輪軸部の異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 軸部からの油漏れの有
無を調べる。

 油漏れがないこと。
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 上下転輪（別名
上部ローラー及び
下部ローラー）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 走行させて軸部の異音
及び異常発熱の有無を調
べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ローラー軸部からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 履帯（別名ク
ローラベルト）

 シューの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 シューボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 リンク及びブシュの亀
裂及び摩耗の有無を調べ
る。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 履帯の張り具合を調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 トラックピンの抜出し
の有無を調べる。

 抜出しがないこと。

 ゴム履帯  スチールコードの切断
及び損傷の有無を調べ
る。

 切断及び著しい損傷が
ないこと。

 ゴムの欠け、劣化及び
摩耗の有無を調べる。

 著しい欠け、劣化及び
摩耗がないこと。

 芯金の脱落の有無を調
べる。

 芯金の脱落がないこ
と。

 履帯の張り具合を調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 履帯調整装置  グリースタイプのもの
にあっては、調整装置の
シリンダー内にグリース
を注入し、スクリュータ
イプのものにあっては、
調整ねじを回転させて装
置の作動具合を調べる。

 正常に作動すること。

 調整ボルト、ナット、
ロッド及びヨークの亀
裂、変形、腐食及び摩耗
の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形、腐食及び
著しい摩耗がないこと。

 調整シリンダーからの
油漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 走行チェーン
（機械式のものに
限る。）

 緩みを調べる。  張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 伸びを調べる。  著しい伸びがないこ
と。

 亀裂、摩耗及びかしめ
部分の異常の有無を調べ
る。

 亀裂、著しい摩耗及び
かしめ部分の異常がない
こと。

 Ｔピンの損傷及び脱落
の有無を調べる。

 損傷及び脱落がないこ
と。

 走行減速機  走行させて異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース等の亀裂及び損
傷の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 ギヤ、ピニオン
及び駆動軸（機械
式のものに限る。）

 回転の状態における異
音の有無を調べる。

 異音がないこと。

 亀裂の有無及びバック
ラッシを調べる。

 亀裂がなく、かつ、バッ
クラッシが適正であるこ
と。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







 歯当たり及びかみ合い
の状態を調べる。

 正常であること。

 ギヤケース及び
カバー（機械式の
ものに限る。）

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

1.4.2
制動装置

 走行ブレーキ 走行させてブレーキの効
き具合及び片効きの有無を
調べる。

効き具合が適正であり、
片効きがなく、かつ、車両
系建設機械構造規格第５条
第２項の規定に適合するこ
と。

 ブレーキバンド
及びライニング

 バンドの亀裂及び変形
の有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ライニングの摩耗量を
調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 ブレーキを開放したと
きのライニングとドラム
との隙間を調べる。

 隙間が過大又は過小で
ないこと。

 ライニングの当たり面
の油脂の付着等の汚れの
有無を調べる。

 汚れがないこと。

 駐車ブレーキ 無負荷状態において、20
パーセント勾配の床面で、
駐車ブレーキの効き具合を
調べる。

効き具合が適正であり、
無負荷状態において、20
パーセント勾配の床面で停
止する能力を有すること。

 爪及びロック部  爪の掛かり及び外れの
状態を調べる。

 確実に作動すること。

 爪及びロック部の亀裂
及び摩耗の有無を調べ
る。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

1.4.3
油圧装置

 油圧モーター
 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 圧力制御弁（ブ
レーキ弁に限る。）
 方向制御弁（拡
幅機構用に限る。）
 油圧シリンダー
（拡幅機構用に限
る。）

この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。

1.4.4
車体関係

 下部架台フレー
ム及びブラケット
（クローラフレー
ムを含む。）

 亀裂、変形及びしゅう
動部の摩耗の有無を調べ
る。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 昇降設備 この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ビーム及びロッ
ク（拡幅機構用の
ものに限る。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 ロックの着脱状態を調
べる。

 正常であること。

1.5 下部走行体（トラック式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.5.1
動力伝達装
置

 クラッチ  アイドリング状態でク
ラッチを切り、異音の有
無を調べるとともにトラ
ンスミッションを変速
し、クラッチの切れ具合
を調べる。

 異音がなく、かつ、ク
ラッチが完全に切れるこ
と。

 クラッチを徐々に接続
し、発進の具合を調べる。

 滑りがなく、かつ、接
続が円滑であること。

 クラッチペダル この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 マスターシリン
ダー

 パワーシリン
ダー

シリンダーに圧力をかけ
た状態で放置し、油漏れの
有無を調べる。

油漏れがないこと。

 トルクコンバー
ター

この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 トランスミッ
ション
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 動力取出し装置
（別名ＰＴＯ）

 作動させて作動の適否
及び異音の有無を調べ
る。

 正常に作動し、異音が
ないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 プロペラシャフ
ト

 両輪を浮かせた状態で
駆動させ、振れの有無を
調べる。

 異常な振れがないこ
と。

 スプライン、ユニバー
サルジョイント及びセン
ターベアリングのがた及
び損傷の有無を調べる。

 著しいがた及び損傷が
ないこと。

 連結部のボルト及び
ナットの緩み、損傷及び
脱落の有無を調べる。

 緩み、損傷及び脱落が
ないこと。

 デファレンシャ
ル

 両輪接地又は片輪接地
で駆動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 デフロック装置の作動
の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 ファイナルドラ
イブ

 両輪接地又は片輪接地
で駆動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

1.5.2
走行装置

 フロントアクス
ル

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 キングピンとの結合部
の損傷及びがたの有無を
調べる。

 損傷及びがたがないこ
と。

 フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
ジング

亀裂、損傷及び変形の有
無を調べる。

亀裂、損傷及び変形がな
いこと。

亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

 空気圧を調べる。  空気圧が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 亀裂、損傷及び偏摩耗
の有無を調べる。

 走行上支障となる亀
裂、損傷及び偏摩耗がな
いこと。

 溝の深さを調べる。  著しい摩耗がないこ
と。

 金属片、石その他異物
のかみ込みの有無を調べ
る。

 異物のかみ込みがない
こと。

 ホイールのナット及び
ボルトの緩み及び脱落の
有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 リム、サイドリング及
びホイールディスクの亀
裂、損傷及び変形の有無
を調べる。

 走行上支障となる亀
裂、損傷及び変形がない
こと。

 走行させ、若しくは、
車輪を浮かせて駆動さ
せ、又は手動させ、ホイー
ルベアリング部のがた、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 がた、異音及び異常発
熱がないこと。

 シャシーばね  スプリングの亀裂、損
傷及び摩耗の有無を調べ
る。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

 車体の前方及び後方か
ら車両姿勢を調べる。

 著しい傾きがないこ
と。

 リーフスプリングのＵ
ボルト及びスプリングバ
ンド取付け部の緩み及び
損傷の有無を調べる。

 緩み及び損傷がないこ
と。

 スプリング、シャック
ル、ピン等の連結部のが
た及び損傷の有無を調べ
る。

 がた及び損傷がないこ
と。
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 リーフの横ずれ及び前
後のずれ並びにセンター
ボルトの緩み及び損傷の
有無を調べる。

 リーフの横ずれ及び前
後のずれ並びにセンター
ボルトの緩み及び損傷が
ないこと。

 スプリングブラケット
の亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ブラケット部のリベッ
ト及びボルトの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 スタビライザー 取付け部の緩み及びがた
の有無を調べる。

緩み及びがたがないこ
と。

 イコライザー
ビーム及びトルク
ロッド

 連結部を手でゆするな
どしてシャフト、ピン及
びボールジョイント部の
がたの有無を調べる。

 がたがないこと。

 ビーム、ロッド等の損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 ショックアブ
ソーバー

 油漏れ及び損傷の有無
を調べる。

 油漏れ及び損傷がない
こと。

 取付け部の亀裂及びが
たの有無を調べる。

 亀裂及びがたがないこ
と。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

1.5.3
操縦装置

 ハンドル この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ギヤボックス  ギヤボックス内の油量
及び油の汚れの有無を調
べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ギヤボックスからの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ロッド及びアー
ム類

 亀裂、損傷及び曲がり
の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び曲がり
がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ダストブーツの亀裂及
び損傷の有無を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 ハンドルを左右に切っ
て、連結部のがた及び摩
耗の有無を調べる。

 著しいがた及び摩耗が
ないこと。

 連結部の取付けボルト
及びナットの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ナックル  連結部のがたの有無を
調べる。

 がたがないこと。

 ナックルとフロントア
クスルとの隙間を調べ
る。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 亀裂の有無を調べる。  亀裂がないこと。

 かじ取り車輪  ハンドルを左右に切っ
て、ハンドルの回転角度
及びかじ取り車輪のかじ
取り角度について左右の
関係を調べる。

 左右で著しい相異がな
いこと。

 ストッパーボルトの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 かじ取り車輪と他の部
分との接触の有無を調べ
る。

 接触していないこと。

 パワーステアリ
ング装置

 リザーバータンク内の
油量を調べる。

 適正であること。

 油圧ポンプを作動さ
せ、ポンプ、バルブ、ホー
ス、パイプ、シリンダー
等からの油漏れの有無を
調べる。

 油漏れがないこと。

 ホース及びパイプのひ
び割れその他損傷及び劣
化の有無を調べる。

 著しいひび割れその他
損傷及び劣化がないこ
と。

 ポンプ、バルブ、ホー
ス、パイプ、シリンダー
等の取付けボルト及び
ナットの緩み及び脱落並
びにホース及びパイプと
車体その他の部分との干
渉の有無を調べる。

 緩み及び脱落がなく、
かつ、干渉がないこと。令
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1.5.4
制動装置

 走行ブレーキ  ペダルの遊び及びペダ
ルを踏み込んだときのペ
ダルと床面との隙間を調
べる。

 ペダルの遊び及びペダ
ルと床面との隙間が過大
又は過小でないこと。

 走行させてブレーキの
効き具合及び片効きの有
無を調べる。

 効き具合が適正であ
り、片効きがなく、かつ、
車両系建設機械構造規格
第５条第２項の規定に適
合すること。

 ペダルの踏み具合に
よってエアの混入の有無
を調べる。

 エアの混入がないこ
と。

 駐車ブレーキ  レバーを一杯に引いた
状態で、引きしろの余裕
の有無を調べる。

 引きしろに余裕がある
こと。

 無負荷状態において、
20パーセント勾配の床面
で、駐車ブレーキの効き
具合を調べる。

 効き具合が適正であ
り、無負荷状態において、
20パーセント勾配の床面
で停止する能力を有する
こと。

 レバーの引く力又はペ
ダルの踏力及びレバー又
はペダルの戻り具合を調
べる。

 レバーの引く力又はペ
ダルの踏力が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあり、レ
バー又はペダルの戻り具
合が正常であること。

 爪及びラチェット部の
損傷及び摩耗の有無を調
べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ブレーキロック
（ＡＯＨ式ブレー
キを含む。）

 駐車ブレーキレバーを
引いて、ブレーキロック
作動スイッチを操作した
ときの作動の適否を調べ
る。

 正常に作動すること。

 ブレーキロック作動時
におけるブレーキの効き
具合を調べる。

 適正であること。

 ロッド、リンク
及びケーブル類

この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 オイルブレーキ  ペダルを操作し、マス
ターシリンダー及びホ
イールシリンダーの作動
の適否を調べる。

 円滑に作動すること。

ただし、ブレーキの効
き具合に異常がない場合
は、この検査を省略する
ことができる。

 ペダルを操作した後、
マスターシリンダー及び
ホイールシリンダーから
の油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

ただし、ホイールシリ
ンダーについては、ブ
レーキの効き具合に異常
がない場合は、この検査
を省略することができ
る。

 リザーバータンク内の
油量及び油の汚れの有無
を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 エアブレーキ  ペダルを操作し、ブ
レーキチャンバーロッド
のストローク及びペダル
の戻り具合を調べる。

 ストロークが当該車体
の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあり、
ペダルの戻り具合に異常
がないこと。

 エアリザーバーを規定
値まで加圧した後、リ
ザーバー、バルブ及びブ
レーキチャンバーからの
エア漏れ及び油漏れの有
無を調べる。

 エア漏れ及び油漏れが
ないこと。

 ブレーキ倍力装
置

 チェック弁及びリレー
弁の作動の適否を調べ
る。

 正常に作動すること。

 ペダルを反復操作し、
エア漏れ及び油漏れの有
無を調べる。

 エア漏れ及び油漏れが
ないこと。

 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー

 ドラムとライニングと
の隙間を調べる（アジャ
スター手動調整式のもの
に限る。）。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 ドラムを取り外し、ラ
イニングの剥離、損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 剥離、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

ただし、ブレーキの効
き具合に異常がない場合
は、この検査を省略する
ことができる。
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 ドラムを取り外し、ア
ンカーピンの腐食及びス
プリングのへたりの有無
を調べる。

 腐食及びへたりがない
こと。

ただし、ブレーキの効
き具合に異常がない場合
は、この検査を省略する
ことができる。

 ドラムを取り外し、ド
ラム内面の亀裂、損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
ただし、ブレーキの効
き具合に異常がない場合
は、この検査を省略する
ことができる。

 バックプレート  亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ブレーキディス
ク及びパッド

 ペダルを操作し、パッ
ドを安定させた後、ブ
レーキの引きずりの有無
を調べる。

 引きずりがないこと。

 パッドの厚さを調べ
る。

 パッドの厚さが当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 ディスク及びキャリ
パーの亀裂、損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ピストンからの油漏れ
の有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ディスク及びパッドの
取付けボルト及びナット
の緩み及び脱落の有無を
調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ

 ドラム取付け部のボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ドラムを取り外し、ラ
イニングの剥離、損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 剥離、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

ただし、駐車ブレーキ
の効き具合に異常がない
場合は、この検査を省略
することができる。

 ドラムを取り外し、ド
ラムの亀裂、損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
ただし、駐車ブレーキ
の効き具合に異常がない
場合は、この検査を省略
することができる。

 二重安全ブレー
キ機構

自動漏出防止弁及び非常
用制御装置（スプリングブ
レーキを含む。）の作動具合
を調べる。

正常に作動すること。

1.5.5
油圧装置

 作動油タンク この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ（駆
動装置を含む。）
 油圧シリンダー
（アウトリガー用
に限る。）
 方向制御弁（ア
ウトリガー用に限
る。）
 電磁弁（アウト
リガー用に限る。）
 逆止め弁（アウ
トリガー用に限
る。）
 圧力制御弁
 オイルクーラー

1.5.6
安全装置
1.5.7
車体関係

 車枠及び車体  シャシーフレーム、ク
ロスメンバー、フェン
ダー、サイドガード等の
亀裂及び変形の有無を調
べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。
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 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト

 ビームを伸縮させ、
引っ掛かり等の異常の有
無を調べる。

 円滑に作動すること。

 ビーム、ビームボック
ス及びフロートの亀裂及
び変形の有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

ｂ ロック及び
ロックピン等

 ロック作動時の異常の
有無を調べる。

 正常に作動すること。

 ピンの変形及びチェー
ンの損傷の有無を調べ
る。

 変形及び損傷がないこ
と。

ｃ ジャッキ ジャッキを上下させて、
亀裂、変形及び摩耗の有無
を調べる。

亀裂、著しい変形及び摩
耗がないこと。

 キャブ この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 座席

 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 表示板
 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、速度計、
表示灯を含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

1.6 下部走行体（ホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.6.1
動力伝達装
置

 トルクコンバー
ター

この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 トランスミッ
ション又は減速機

 動力取出し装置
（別名ＰＴＯ）

この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 プロペラシャフ
ト
 デファレンシャ
ル
 ファイナルドラ
イブ

1.6.2
走行装置

 フロントアクス
ル

この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
ジング
 タイヤ（ホイー
ルを含む。）
 シャシーばね

 スプリングロッ
クシリンダー

 作動させてスプリング
ロックの掛かり及び外れ
の状態を調べる。

 確実に作動すること。

 外筒からの油漏れ及び
損傷の有無を調べる。

 油漏れ及び損傷がない
こと。

 取付け部の亀裂及びが
たの有無を調べる。

 亀裂及びがたがないこ
と。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

1.6.3
操縦装置

 ロッド及びアー
ム類

この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ナックル
 かじ取り車輪

 油圧シリンダー
（ステアリングシ
リンダーに限る。）

この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。

 ステアリング
ロック

 操作して掛かり具合を
調べる。

 確実にロックされるこ
と。

 ロック部、支持部及び
リンク部の亀裂及び損傷
の有無を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 油圧又は空圧によって
作動する形式のものは、
油漏れ及びエア漏れの有
無並びに油圧ホース及び
エアホースのひび割れそ
の他損傷及び劣化の有無
を調べる。

 油漏れ及びエア漏れ並
びにホースのひび割れそ
の他損傷及び劣化がない
こと。
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1.6.4
制動装置

 走行ブレーキ この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 駐車ブレーキ

 ロッド、リンク
及びケーブル類

この表の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 オイルブレーキ この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 エアブレーキ

 ブレーキ倍力装
置
 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート
 ブレーキディス
ク及びパッド
 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ

1.6.5
油圧装置

 作動油タンク この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧シリンダー
（アウトリガー用
に限る。）
 電磁弁（アウト
リガー用に限る。）
 逆止め弁（アウ
トリガー用に限
る。）
 圧力制御弁

1.6.6
安全装置
1.6.7
車体関係

 車枠及び車体 この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト
ｂ ロック及び
ロックピン等
ｃ ジャッキ

 昇降設備及び滑
り止め

この表の「13 上部旋回体」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 反射鏡

1.7 ジブ

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.7.1
ラチス構造
ジブ

 ジブ本体  上下、左右の曲がり及
びねじれの有無を調べ
る。

 全長にわたって上下及
び左右に著しい曲がり及
びねじれがないこと。

 ジブフート部の亀裂及
び曲がりの有無を調べ
る。

 亀裂及び曲がりがない
こと。

 ジブ主柱及び補助桁の
亀裂、曲がり及び打痕の
有無を調べる。

 亀裂、曲がり及び打痕
がないこと。

 亀裂及び腐食がないこ
と。

 溶接部の亀裂及び腐食
の有無を調べる。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ジブフートピン及びブ
シュの摩耗の有無を調べ
る。

 著しい摩耗がないこ
と。

 接合部（クレビスを含
む。）の変形の有無を調べ
る。

 変形がないこと。

 ジブ接合ボルト又はピ
ンの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。



ジ
ブ
支
持
機
構

ａ Ａフレーム
又はガント
リー

 亀裂、損傷及び曲がり
の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び曲がり
がないこと。

 ジョイントピンの取付
け状態並びに損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 割りピン等の抜け止め
が確実にセットされてお
り、ピンに損傷及び著し
い摩耗がないこと。

ｂ ブ ラ イ ド
ル、スプレッ
ダー又はイコ
ライザー

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 シーブ、ベアリング又
はブシュ及びピンの亀
裂、損傷及び摩耗の有無
を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。
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ｃ ペンダント
ロープ

 圧縮止め部又はソケッ
ト部におけるワイヤロー
プの腐食及び素線切れ
（ただし、フィラ線の素
線切れを除く。）の有無を
調べる。

 著しい腐食及び素線切
れがないこと。

 接続部及びコッターピ
ンの亀裂及び変形の有無
を調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 連結ピンの取付け状態
並びに損傷及び摩耗の有
無を調べる。

 割りピン等の抜け止め
が確実にセットされてお
り、ピンに損傷及び著し
い摩耗がないこと。

1.7.2

ボックス構
造ジブ

 ジブ本体  全伸長させて全体の曲
がり及び長手方向のねじ
れ（底板のねじれを含
む。）の有無を調べる。

 全長にわたって上下及
び左右に曲がりがなく、
かつ、著しいねじれがな
いこと。

 伸縮させて各ジブの曲
がりの有無を調べる。

 著しい曲がりがなく、
かつ、伸縮動作に支障が
ないこと。

 ジブラップ部のへこみ
（底板の湾曲を含む。）の
有無を調べる。

 著しいへこみがないこ
と。

 側面板のうねり及びひ
ずみの有無を調べる。

 下半分にうねり及びひ
ずみがないこと。

 打痕及び局部的なへこ
みの有無を調べる。

 著しい打痕及び局部的
なへこみがないこと。

 ジブを全伸長させて上
下、左右に振り、各スラ
イディングパッド部のが
たの状態及び摩耗の有無
を調べる。

 著しいがた及び摩耗が
ないこと。

 溶接部の亀裂及び損傷
の有無を、特に次の各号
に掲げる事項について重
点的に調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 起伏シリンダー取付
けブラケット部分

 ジブラップ部の上下
補強部分

 ジブフート部分

 ジブポイント部分

 側面補強板部分

 伸縮ロープ取付け部
分

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 伸縮させて各ピン部の
がたの有無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 ピン抜け止めボルト及
びナットの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。



ジ
ブ
伸
縮
・
起
伏
機
構

ａ ホ ー ス
リール

 巻取り機能を調べる。  適正な張力を保ち、円
滑に巻き取られること。

 ホースのひび割れその
他損傷及び油漏れの有無
を調べる。

 ひび割れその他損傷及
び油漏れがないこと。

ｂ ジ ブ 伸 縮
用 ワ イ ヤ
ロープ

この表の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ｃ

油
圧
機
器

イ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。

ロ 油圧シ
リンダー

ハ 逆止め
弁

1.7.3

シーブ

 シーブ  溝部及びフランジ部の
摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ピン及び軸受の摩耗の
有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 保護金物及び
ロープ外れ止め

 欠損、変形及び取付け
部の緩みの有無を調べ
る。

 欠損及び著しい変形が
なく、かつ、取付け部の
緩みがないこと。

 シーブとの間隔を調べ
る。

 適正であること。
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1.7.4
フ ッ ク ブ
ロック

フックブロック  フックの変形及び摩耗
の有無を調べる。

 フックの摩耗量（下図
に掲げるａに同じ。）が下
図に掲げるｂの３％以内
であること。
フックの開き（下図に
掲げるｃに同じ。）が原寸
法の±５％以内であるこ
と。

 フック先端を接地させ
た状態でフックブロック
のがたの有無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 フックブロックを分解
して、トラニオン及び
フックナットの損傷及び
摩耗並びにベアリングの
軌道面のフレーキング、
圧痕、損傷及び腐食の有
無を調べる。

 トラニオン及びフック
ナットの損傷及び著しい
摩耗並びにベアリングの
軌道面のフレーキング、
圧痕、損傷及び腐食がな
いこと。

ただし、の検査の結
果、著しいがたがない場
合は、この検査を省略す
ることができる。

 ワイヤロープ外れ止め
の損傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 各部の取付け状態を調
べる。

 適正であること。

 給油脂状態を調べる。  給油脂が十分であるこ
と。

1.7.5
安全装置等

 巻過ぎ防止装置
及び巻過ぎ防止警
報装置

 装置のスイッチを入
れ、フックその他のつり
具が重錘に接触するまで
巻き上げ、作動の適否を
調べる。

 ジブの先端部の下面と
つり具等の上面との間隔
が、所定の値に達したと
き、作動すること。

 重錘の亀裂及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 つりロープの腐食、素
線切れ及びキンクの有無
を調べる。

 腐食、素線切れ及びキ
ンクがないこと。

 ロープの端末処理の状
態を調べる。

 端末処理が適正に行わ
れていること。

 つりチェーンの亀裂及
び損傷の有無を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 手で電源のオン・オフ
を繰り返し、リミットス
イッチの作動の適否を調
べる。

 正常に作動すること。

 リミットスイッチの損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 警報装置の作動の適否
を調べる。

 正常に作動すること。

 警報装置の損傷の有無
を調べる。

 損傷がないこと。

 ケーブル（コードを含
む。）の損傷、断線の有無
及び絶縁の状態を調べ
る。

 損傷及び断線がなく、
かつ、絶縁が良好である
こと。

 カバーを開き、ケーブ
ル接続部又は端子部の腐
食、焼損及び緩みの有無
を調べる。

 腐食、焼損及び緩みが
ないこと。

 ケーブルを手で引っ張
り、ケーブルリールのば
ねの張力の適否及び回転
の状態を調べる。

 張力が適正で、かつ、
円滑に回転すること。

 ケーブルリールの損傷
の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 各機器の取付け状態を
調べる。

 適正であること。

 ジブ起伏制限装
置

 ジブを最大傾斜角度ま
で起こし、作動の適否を
調べる。

 ジブが最大傾斜角度に
達する前に作動するこ
と。

 リンク機構の亀裂、変
形、腐食及び摩耗の有無
を調べる。

 亀裂、著しい変形、腐
食及び摩耗がないこと。

 手で電源のオン・オフ
を繰り返し、リミットス
イッチの作動の適否を調
べる。

 正常に作動すること。

 リミットスイッチの損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。
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 警報装置の作動の適否
を調べる。

 正常に作動すること。

 警報装置の損傷の有無
を調べる。

 損傷がないこと。

 ケーブル（コードを含
む。）の損傷、断線の有無
及び絶縁の状態を調べ
る。

 損傷及び断線がなく、
かつ、絶縁が良好である
こと。

 カバーを開き、ケーブ
ル接続部又は端子部の腐
食、焼損及び緩みの有無
を調べる。

 腐食、焼損及び緩みが
ないこと。

 電磁弁を作動させて、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 異音及び異常発熱がな
く、かつ、正常に作動す
ること。

 電磁弁からの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 各機器の取付け状態を
調べる。

 適正であること。

 ジブ倒れ止め
装置（パイプ式
バ ッ ク ス ト ッ
パーを含む。）

 ジブを水平にし、亀裂、
変形、腐食及び摩耗の有
無を調べる。

 亀裂、著しい変形、腐
食及び摩耗がないこと。

 取付け状態を調べる。  適正であること。



角
度
計

ａ 角度計（電
気式のものに
限る。）

 ジブを起伏させ、角度
計の作動の適否を調べ
る。

 正常に作動すること。

 角度検出器の損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 角度検出器からの油漏
れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 角度表示計の各スイッ
チを操作し、スイッチ及
び指針の動き並びにラン
プ等の作動の適否を調べ
る。

 正常に作動すること。

 角度表示計の損傷及び
汚れの有無を調べる。

 損傷及び著しい汚れが
なく、かつ、容易に表示
計の文字が読み取れるこ
と。

 ケーブル（コードを含
む。）の損傷、断線の有無
及び絶縁の状態を調べ
る。

 損傷及び断線がなく、
かつ、絶縁が良好である
こと。

 カバーを開き、ケーブ
ル接続部又は端子部の腐
食、焼損及び緩みの有無
を調べる。

 腐食、焼損及び緩みが
ないこと。

 各機器の取付け状態を
調べる。

 適正であること。

ｂ 角度計（機
械式のものに
限る。）

 起伏角度の範囲内でジ
ブを起伏させ、作動の適
否を調べる。

 正常に作動すること。

 損傷の有無及び目盛等
の鮮明度を調べる。

 損傷がなく、かつ、目
盛等が鮮明であること。

 取付け状態を調べる。  適正であること。

1.8 リーダー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.8
リーダー

 リーダー（鋼管
形、ラチス形、ボッ
クス形に限る。）

 曲がり、亀裂及び打痕
の有無並びにはしごの損
傷の有無を調べる。

 著しい曲がり、亀裂及
び打痕並びにはしごの著
しい損傷がないこと。

 上部シーブ（トップ
シーブを含む。）の摩耗並
びに軸、ロープ外れ止め
及びブラケットの損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、回転時にロー
プが外れないこと。

 中間シーブの摩耗並び
に軸、ロープ外れ止め及
びブラケットの損傷及び
摩耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、回転時にロー
プが外れないこと。

 リーダー上部取付け部
の亀裂及び変形の有無を
調べる（懸垂式のリー
ダーに限る。）。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 リーダー下部取付け部
の亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 バックステー取付け部
の亀裂及び変形の有無を
調べる（三点支持式の
リーダーに限る。）。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 起伏ペンダントロープ
の取付け部の亀裂及び変
形の有無を調べる（三点
支持式のリーダーに限
る。）。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。
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 回転リーダーの上部回
転部のリーダー回転ロッ
クピン取付け部に係る亀
裂及び変形の有無を調べ
る（三点支持式のリー
ダーに限る。）。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 回転リーダーの上部回
転部のステーロックピン
取付け部に係る亀裂及び
変形の有無を調べる（三
点支持式のリーダーに限
る。）。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 回転リーダーの下部回
転部の回転ロックピンに
係る亀裂及び損傷の有無
を調べる（三点支持式の
リーダーに限る。）。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 回転リーダーの回転装
置の損傷の有無を調べる
（三点支持式のリーダー
に限る。）。

 損傷がないこと。

 リーダー左右固定ピン
の変形及び摩耗の有無を
調べる（三点支持式の
リーダーに限る。）。

 変形及び著しい摩耗が
ないこと。

 ガイドパイプの曲が
り、変形及び摩耗並びに
継ぎ目のずれの有無を調
べる。

 著しい曲がり、変形及
び摩耗並びに継ぎ目のず
れがないこと。

 リーダー接合ボルト及
びナットの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 キャッチフォー
ク（懸垂式のもの
に限る。）

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 調整シリンダー取付け
部の変形の有無を調べ
る。

 変形がないこと。

 リーダーブラ
ケット（三点支持
式のリーダーに限
る。）

 亀裂及び変形並びに
リーダー下部しゅう動溝
部の摩耗の有無を調べ
る。

 亀裂及び著しい変形並
びにしゅう動溝部の著し
い摩耗がないこと。

 リーダー下部取付け軸
部（ユニバーサルジョイ
ント及びスピンドルに限
る。）の変形及び摩耗の有
無を調べる。

 変形及び著しい摩耗が
ないこと。

 引き起こし用ジャッキ
（フロントジャッキを含
む。）及びリンク装置の亀
裂及び変形の有無を調べ
る。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 リーダーブラケット上
面のシーブの摩耗並びに
軸、ロープ外れ止め及び
ブラケットの損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、シーブ回転
時にロープが外れないこ
と。

 回転リーダーのシリン
ダー及び調整シリンダー
取付け部の変形の有無を
調べる。

 変形がないこと。

 バックステー
（三点支持式の
リ ー ダ ー に 限
る。）

 曲がり及び変形の有無
を調べる。

 曲がり及び変形がない
こと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 取付け具の損傷の有無
を調べる。

 損傷がないこと。

 バックステーシリン
ダー球座部の摩耗並びに
ボルトの緩み及び脱落の
有無を調べる。

 著しい摩耗並びにボル
トの緩み及び脱落がない
こと。



ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト

この表の「1.5 下部走行体（トラック式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｂ ロック及び
ロックピン等
ｃ ジャッキ

 ワイヤロープ この表の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。



油
圧
装
置

ａ 配管（ホー
ス類、高圧パ
イプに限る。）

この表の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準
を適用すること。

ｂ 油圧シリン
ダー（バック
ス テ ー 用、
リーダー回転
用、リーダー
調整用、フロ
ントジャッキ
用、アウトリ
ガー用に限
る。）
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

計
器
及
び
安
全
装
置

ａ リーダー傾
斜角度計（電
気式のものに
限る。）

リーダーを前後左右に傾
斜させ、作動の適否を調べ
る。

正常に作動すること。

ｂ 荷重計  負荷をかけ、作動の適
否を調べる。

 正常に作動すること。

 検出器及び取付け部の
亀裂及び変形の有無を調
べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ 巻過ぎ防止
装置及び巻過
ぎ防止警報装
置

この表の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を適
用すること。

1.9 ワイヤロープ

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

1.9

ワイヤロー
プ

 ワイヤロープ  仕様及び長さの適否を
調べる。

 当該車体の構造及び性
能に照らし、適正な仕様
及び長さであること。

 直径の減少量を調べ
る。

 減少量は公称径の７％
以下であること。

 素線切れの有無を調べ
る。

 ワイヤロープの一より
当たりの素線切れの数
が、素線数の10％以内で
あること。

 キンク、形くずれ及び
腐食の有無を調べる。

 キンク、著しい形くず
れ及び腐食がないこと。

 油切れの発生の有無を
調べる。

 油切れが発生していな
いこと。

 ワイヤロープの
端末処理

 クリップの適否を調べ
る（クリップ止めのワイ
ヤロープに限る。）。

 クリップの方向が正し
く、かつ、下図に掲げる
間隔はワイヤロープの太
さｄの６倍（６ｄ）以上
であり、かつ、締付けが
適正であること。

 ソケットの装着状態を
調べる（コッター止めの
ワイヤロープに限る。）。

 コッターはソケット長
さいっぱいに入り、かつ、
ロープに締めしろがある
こと。また、クリップ併用の

場合は、クリップの適否
を調べる。

下図に掲げるソケット
とコッターの接触はワイ
ヤロープの太さｄの４倍
（４ｄ）以上であること。

 ソケットの亀裂及び変
形の有無を調べる（コッ
ター止めのワイヤロープ
に限る。）。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 ピン及びピンの抜け止
めの異常の有無を調べる
（合金詰めソケット止め
に限る。）。

 ピン及びピンの抜け止
めに異常がないこと。

 腐食の有無を調べる
（合金詰めソケット止め
及び圧縮止めに限る。）。

 腐食がないこと。

 ドラムへの取付
け

 取付け状態を調べる。  コッター止め部におけ
るコッターとワイヤロー
プとの接触部分の長さ及
び締めしろが適正である
こと。

 ワイヤロープの捨巻き
の長さを調べる。

 捨巻きは２巻き以上で
あること。

別表第２ 整地・運搬・積込み用機械
2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショベル（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

2.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。
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2.1.2  主クラッチ 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。動力伝達装

置
 クラッチペダル
又はインチングペ
ダル
 クラッチケース

 イナーシャブ
レーキ及びイン
ターロック

 アイドリング状態でク
ラッチを切り、イナー
シャブレーキの作動の適
否を調べる。

 正常に作動すること。

 走行中にエンジンの回
転を上げ下げし、イン
ターロックの作動の適否
を調べる。

 正常に作動すること。

 トルクコンバー
ター（ダンバーを
含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ユニバーサル
ジョイント

 エンジンを低速から高
速まで急加減速させて、
異常振動及び異音の有無
を調べる。

 異常振動及び異音がな
いこと。

 シャフトの曲がり、ス
プライン部の摩耗並びに
ジョイント部の損傷及び
がたの有無を調べる。

 曲がり、摩耗、損傷及
びがたがないこと。

 連結部のボルト及び
ナットの緩み、損傷及び
脱落の有無を調べる。

 緩み、損傷及び脱落が
ないこと。

 トランスミッ
ション

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 操向機構（横軸
を含む。）

 走行させて操向レバー
又はペダルを操作し作動
の適否を調べる。

 異音及び滑りがなく、
かつ、確実に作動するこ
と。

 レバーを操作し、遊び
及び引きしろの適否を調
べる。

 遊び及び引きしろが適
正であること。

 レバーを操作し、ロッ
ド、リンク、軸受部及び
接続部のがた並びに各ピ
ンの腐食の有無を調べ
る。

 がた及び各ピンの腐食
がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ステアリング
モーター

別表第１の「1.2.1 油圧装置」の「 油圧モーター」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ファイナルドラ
イブ（ＨＳＴの走
行減速機を含む。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

2.1.3  起動輪及び遊動
輪

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。走行装置

 上下転輪（別名
上部ローラー及び
下部ローラー）（ボ
ギーを含む。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
 走行させて軸部の異音
及び異常発熱の有無を調
べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ローラー軸部からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 凹凸のある地面を走行
させてボギーの作動の適
否を調べる。

 円滑に首振り作動する
こと。

 履帯（別名ク
ローラベルト）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ゴム履帯
 履帯調整装置
 トラックフレー
ム、ダイヤゴナル
ブレース及びイコ
ライザー

 亀裂、変形、損傷及び
しゅう動部の摩耗の有無
を調べる。

 亀裂、変形、損傷及び
著しい摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.1.4  走行ブレーキ  ペダルの遊び及びペダ
ルを踏み込んだときのペ
ダルと床面との隙間を調
べる。

 ペダルの遊び及びペダ
ルと床面との隙間が過大
又は過小でないこと。制動装置

 走行させてブレーキの
効き具合及び片効きの有
無を調べる。

 効き具合が適正であ
り、片効きがなく、かつ、
車両系建設機械構造規格
第５条第２項の規定に適
合すること。

 駐車ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ペダルロック  ペダルを踏み込み、足
を離したときの作動の適
否を調べる。

 確実にロックされてい
ること。

 ロック状態におけるブ
レーキの効き具合を調べ
る。

 ブレーキが十分に効い
ていること。
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 ロック部の損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ロッド、リンク
及びケーブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.1.5  ブレード、バ
ケット、アーム及
びリンク

 各部の亀裂、変形及び
摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。作業装置

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ブレード等を作動さ
せ、各連結部のがたの有
無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 バケットコント
ロール（トラク
ター・ショベルに
限る。）

 レバーを操作し、バ
ケットポジショナーの作
動の適否を調べる。

 バケットが設定した角
度で停止すること。

 レバーを操作し、リフ
トキックアウトの作動の
適否を調べる。

 バケットが設定した高
さで停止すること。

 アタッチメント
（リッパー、ウイ
ンチを含む。）

 リッパー等を作動さ
せ、作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 各部の亀裂、変形及び
摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 取付け状態を調べる。  適正であること。

2.1.6  作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。油圧装置  フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 ＨＳＴ用ポンプ
付属弁
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁

 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー

2.1.7 操作レバー レバーを操作し、スト
ロークの適否及びがたの有
無を調べる。

ストロークが適正で、か
つ、著しいがたがないこと。操作装置

2.1.8  車枠及び車体  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。安全装置

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.1.9

 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

車体関係

 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め

 連結装置  亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 レバーロック 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 作業装置安全ピ
ン及び安全リンク

亀裂及び損傷の有無を調
べる。

亀裂及び損傷がないこ
と。

亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

 表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 スイッチ類及び

灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡
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 給油脂  各部の給油脂状態を調
べる。

 給油脂が十分であるこ
と。

 自動給油脂装置の作動
の適否を調べる。

 正常に作動すること。

2.1.10

総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

2.2 トラクター・ショベル（ホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

2.2.1

原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

2.2.2  トルクコンバー
ター

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

動力伝達装
置  トランスミッ

ション

 プロペラシャフ
ト

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 デファレンシャ
ル

 ファイナルドラ
イブ

 チェーンケース
（スキッドステア
リング式のものに
限る。）

 前進させ、及び後進さ
せて異音の有無を調べ
る。

 異音がないこと。

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 カバー取付け面及び車
軸からの油漏れの有無を
調べる。

 油漏れがないこと。

 ケース取付けボルト及
びナットの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.2.3  フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
ジング

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。走行装置

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

2.2.4  ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。操縦装置

 ギヤボックス 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ロッド及びアー

ム類

 アーティキュ
レート機構

 左右にかじ取りをして
アーティキュレート角度
を調べる。

 アーティキュレート角
度が当該車体の構造及び
性能に照らし、適正な範
囲にあること。

 左右にかじ取りをして
センターピンのがたの有
無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 センターピン部の亀
裂、損傷及び変形の有無
を調べる。

 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。

 ステアリングシリンダーの異常の有無を、別表第１
の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基準により
調べる。

 パワーステアリ
ング装置

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

2.2.5  走行ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。制動装置  駐車ブレーキ

 ロッド、リンク
及びケーブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 オイルブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 エアブレーキ

 ブレーキ倍力装
置
 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート
 ブレーキディス
ク 及 び パ ッ ド
（キャリパー式の
ものに限る。）

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







 ブレーキディス
ク及びブレーキプ
レート（湿式ディ
スク式のものに限
る。）

ディスク及びプレートの
摩耗状態を調べる。

摩耗が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な範
囲にあること。

ただし、ブレーキの効き
具合に異常がない場合は、
この検査を省略することが
できる。

 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 駐車ブレーキ
ディスク及びパッ
ド

 パッドの厚さを調べ
る。

 パッドの厚さが当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 ディスク及びキャリ
パーの亀裂、損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
ただし、駐車ブレーキ
の効き具合に異常がない
場合は、この検査を省略
することができる。

 スプリングチャンバー
の作動の適否並びにエア
漏れ及び油漏れの有無を
調べる。

 正常に作動し、かつ、
エア漏れ及び油漏れがな
いこと。

2.2.6  バケット、ブ
レード、アーム
（ブームを含む。）
及びリンク

 各部の亀裂、変形及び
摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

作業装置
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 バケット等を作動さ
せ、各連結部のがたの有
無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 バケットコント
ロール

この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.2.7  作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

油圧装置  フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 ＨＳＴ用ポンプ
付属弁
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー

2.2.8
操作装置

操作レバー この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.2.9
安全装置

 車枠及び車体 この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.2.10
 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。車体関係

 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 レバーロック

 作業装置安全ピ
ン及び安全リンク

この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 スイッチ類及び

灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
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2.2.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

2.3 スクレーパー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

2.3.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

2.3.2  トルクコンバー
ター

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

動力伝達装
置  トランスミッ

ション

 プロペラシャフ
ト

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 デファレンシャ
ル
 ファイナルドラ
イブ

2.3.3  フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
ジング

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

走行装置

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

 サスペンション
アーム（クッショ
ンヒッチ、ヒッチ
ピンを含む。）

 連結部のがたの有無を
調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 アーム等の損傷の有無
を調べる。

 損傷がないこと。

 サスペンション
シリンダー及び
クッションシリン
ダー

 アイドリング状態でコ
ントロールレバー又はス
イッチを操作し、シリン
ダーロッドの伸びを調べ
る。

 伸びが当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 油漏れ及び損傷の有無
を調べる。

 油漏れ及び損傷がない
こと。

 取付け部の亀裂、がた
及び緩みの有無を調べ
る。

 亀裂、がた及び緩みが
ないこと。

2.3.4  ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。操縦装置

 ギヤボックス 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ロッド及びアー

ム類

 アーティキュ
レート機構

この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式
のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用するこ
と。

 パワーステアリ
ング装置

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

2.3.5  走行ブレーキ  ペダルの遊び及びペダ
ルを踏み込んだときのペ
ダルと床面との隙間を調
べる。

 ペダルの遊び及びペダ
ルと床面との隙間が過大
又は過小でないこと。制動装置

 走行させてブレーキの
効き具合及び片効きの有
無を調べる。

 効き具合が適正であ
り、片効きがなく、かつ、
車両系建設機械構造規格
第５条第２項の規定に適
合すること。

 ペダルの踏み具合に
よってエア混入の有無を
調べる。

 エアの混入がないこ
と。

 リターダーブレーキの
効き具合を調べる。

 効き具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 駐車ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ロッド、リンク
及びケーブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 エアブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ブレーキドラム

及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート

 ブレーキディス
ク及びブレーキプ
レート（湿式ディ
スク式のものに限
る。）

この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式
のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用するこ
と。
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2.3.6  ボウル、エプロ
ン及びエジェク
ター

 ボウル等を作動させ、
異音の有無を調べる。

 異音がないこと。
作業装置

 各部の緩み及び損傷の
有無を調べる。

 緩み及び著しい損傷が
ないこと。

 エッジ  取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 亀裂及び摩耗の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

2.3.7  作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。油圧装置  フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー
 アキュムレー
ター

2.3.8
操作装置

操作レバー この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.3.9  車枠及び車体 この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。安全装置

2.3.10
車体関係  キャブ（ヘッド

ガードを含む。）
別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定

基準を適用すること。

 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 レバーロック
 表示板
 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）

 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、速度計、
表示灯を含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.3.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

2.4 スクレープ・ドーザー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

2.4.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

2.4.2
動力伝達装
置

 主クラッチ 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 クラッチレバー  レバーを操作し、レ
バーの重さ及び戻り具合
を調べる。

 重さ及び戻り具合が適
正であること。

 レバーの遊びを調べ
る。

 レバーの遊びが当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 クラッチケース 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 トルクコンバー

ター
 トランスミッ
ション（伝達歯車
機構を含む。）

 操向クラッチ  走行させて操向レバー
又はペダルを操作し、作
動の適否を調べる。

 異音及び滑りがなく、
かつ、確実に作動するこ
と。

 レバーを操作し、遊び
及び引きしろの適否を調
べる。

 遊び及び引きしろが適
正であること。

 レバーを操作し、ロッ
ド、リンク、軸受部及び
接続部のがた並びに各ピ
ンの腐食の有無を調べ
る。

 がた及び腐食がないこ
と。
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 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 各ギヤボックス
（中央大歯車及び
ファイナルドライ
ブを含む。）

 走行させて異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

2.4.3
走行装置

 起動輪及び遊動
輪

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 上下転輪（別名
上部ローラー及び
下部ローラー）
 履帯（別名ク
ローラベルト）
 履帯調整装置

 トラックフレー
ム

 亀裂、変形、損傷及び
しゅう動部の摩耗の有無
を調べる。

 亀裂、変形、損傷及び
著しい摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.4.4
制動装置

 走行ブレーキ  ペダルの遊び及びペダ
ルを踏み込んだときのペ
ダルと床面との隙間を調
べる。

 ペダルの遊び及びペダ
ルと床面との隙間が過大
又は過小でないこと。

 走行させてブレーキの
効き具合及び片効きの有
無を調べる。

 効き具合が適正であ
り、片効きがなく、かつ、
車両系建設機械構造規格
第５条第２項の規定に適
合すること。

 ブレーキペダルを踏ん
でブレーキシリンダーの
ストロークを調べる。

 ストロークが当該車体
の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 駐車ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

2.4.7
操作装置

操作レバー この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.4.8
安全装置

 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.4.9
車体関係

 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 表示板

 警報装置 スイッチ類を操作し、作
動の適否及び取付け状態を
調べる。

正常に作動し、適正に取
り付けられていること。

 計器類（油圧計、
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
含む。）

エンジンを回転させた状
態及び走行状態で、各計器
の作動の適否を調べる。

正常に作動すること。

 後写鏡 汚れ及び損傷の有無並び
に写影の状態を調べる。

汚れ及び損傷がなく、か
つ、写影が正常であること。

 給油脂 各部の給油脂状態を調べ
る。

給油脂が十分であるこ
と。

2.4.5
作業装置

ボウル、エプロン、
エジェクター及び
ドーザー

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ボウルの底板及び各
カッターの摩耗の有無を
調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.4.6
油圧装置

 作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 逆止め弁
 アキュムレー
ター
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2.4.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

2.5 モーター・グレーダー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

2.5.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

2.5.2
動力伝達装
置

 主クラッチ 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 クラッチペダル

又はインチングペ
ダル
 クラッチケース
 マスターシリン
ダー

 パワーシリン
ダー

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 トルクコンバー
ター

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 トランスミッ
ション

 ファイナルドラ
イブ（ベベルギヤ
を含む。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 タンデム装置  走行させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

2.5.3
走行装置

 フロントアクス
ル

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び変形が
ないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 センターピン及びリー
ニングピンとの結合部の
損傷及びがたの有無を調
べる。

 損傷及びがたがないこ
と。

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

2.5.4
操縦装置

 ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ギヤボックス 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 ロッド及びアー

ム類

 ナックル及び
ナックルブラケッ
ト

 ナックルとキングピン
との連結部のがたの有無
を調べる。

 がたがないこと。

 ナックルとナックルブ
ラケットとの隙間を調べ
る。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 亀裂の有無を調べる。  亀裂がないこと。

 かじ取り車輪 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 パワーステアリ

ング装置（油圧倍
力装置を含む。）

 アーティキュ
レート機構

この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式
のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用するこ
と。

 油圧シリンダー
（ステアリング用、
リーニング用、
アーティキュレー
ト用に限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

2.5.5
制動装置

 走行ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 駐車ブレーキ

 ロッド、リンク
及びケーブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 オイルブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 エアブレーキ

 ブレーキ倍力装
置
 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート
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 ブレーキディス
ク及びブレーキプ
レート（湿式ディ
スク式のものに限
る。）

この表の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール式
のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用するこ
と。

 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 駐車ブレーキ
ディスク及びパッ
ド（キャリパー式
のものに限る。）

 パッドの厚さを調べ
る。

 パッドの厚さが当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 ディスク及びキャリ
パーの亀裂、損傷及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。
ただし、駐車ブレーキ
の効き具合に異常がない
場合は、この検査を省略
することができる。

 駐車ブレーキ
ディスク及びプ
レート（スプリン
グチャンバー式の
ものに限る。）

 ディスクの厚さを調べ
る。

 ディスクの厚さが当該
車体の構造及び性能に照
らし、適正な範囲にある
こと。ただし、駐車ブレーキ

の効き具合に異常がない
場合は、この検査を省略
することができる。

 ライニングの剥離、損
傷及び摩耗の有無を調べ
る。

 剥離、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

 スプリングチャンバー
の作動の適否及びエア漏
れの有無を調べる。

 作動が正常で、かつ、
エア漏れがないこと。

2.5.6
作業装置

 サークル  ブレードを地面に下ろ
し、ガイドシューとサー
クルの隙間を調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 サークルギヤの亀裂、
損傷及び摩耗の有無を調
べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ブレード回転ギ
ヤケース

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ブレードレール
ガイド

ブレードを移動させ、
レールとガイドの隙間を調
べる。

隙間が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な範
囲にあること。

 ブレード及びス
カリファイヤ

 ブレード等を作動さ
せ、異音及びがたの有無
を調べる。

 異音及び著しいがたが
ないこと。

 損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 カッティングエッジ及
びツースの摩耗の有無を
調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

2.5.7
油圧装置

 作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 回転継手

2.5.8
操作装置

操作レバー この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.5.9
安全装置

 車枠及び車体  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

2.5.10
車体関係

 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 レバーロック
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 作業装置安全ピ
ン及び安全リンク

この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 スイッチ類及び

灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 この表の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

2.5.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

別表第３ 掘削用機械
3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（クローラ式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

3.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

3.1.2
走行装置

 起動輪及び遊動
輪

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 上下転輪（別名
上部ローラー及び
下部ローラー）
 履帯（別名ク
ローラベルト）
 ゴム履帯
 履帯調整装置
 走行減速機

3.1.3
制動装置

駐車ブレーキ 別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.1.4
作業装置

 ブーム、アーム、
バケット及びリン
ク

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ブーム等を作動させ、
各連結部のがたの有無を
調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けピン及びブシュ
の亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ツース 脱落、がた及び摩耗の有
無を調べる。

脱落、がた及び著しい摩
耗がないこと。

 ブレード（別名
排土板）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 作動させて各連結部の
がたの有無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 フック  変形及び摩耗の有無を
調べる。

 変形及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付け部の亀裂の有無
を調べる。

 亀裂がないこと。

 ワイヤロープ外れ止め
の機能の適否及び損傷の
有無を調べる。

 正常に作動し、損傷が
ないこと。

3.1.5
油圧装置

 作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
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 油圧シリンダー
 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 回転継手
 オイルクーラー

3.1.6
操作装置

操作レバー等 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

3.1.7
安全装置

 下部架台フレー
ム及びブラケット
（クローラフレー
ムを含む。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.1.8
車体関係  旋回フレーム及

びブラケット
別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定

基準を適用すること。
 旋回ベアリング
及び旋回ギヤ

 旋回減速機  旋回中の異音及び異常
発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 旋回ロック 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 ペダルロック及

びレバーロック
 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）
 カウンターウェ
イト
 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 表示板

 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

3.1.9
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

3.2 パワー・ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

3.2.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

3.2.2
動力伝達装
置

 クラッチ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 クラッチペダル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 マスターシリン

ダー

 パワーシリン
ダー

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 トランスミッ
ション

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 動力取出し装置
（別名ＰＴＯ）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 プロペラシャフ
ト
 デファレンシャ
ル
 ファイナルドラ
イブ
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 走行減速機  走行させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

3.2.3
走行装置

 フロントアクス
ル

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 フロントアクス
ルハウジング及び
リヤアクスルハウ
ジング
 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

 イコライザー  亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 連結部のがたの有無を
調べる。

 がたがないこと。

 アクスルロックを操作
し、効き具合を調べる。

 確実にロックされるこ
と。

3.2.4
操縦装置

 ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ロッド及びアー
ム類

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ナックル
 かじ取り車輪

 油圧シリンダー
（ステアリングシ
リンダーに限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 パワーステアリ
ング装置

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.2.5
制動装置

 走行ブレーキ 別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。 駐車ブレーキ

 ロッド、リンク
及びケーブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ホース及びパイ
プ

 オイルブレーキ
 エアブレーキ
 ブレーキ倍力装
置
 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート
 ブレーキディス
ク及びパッド
 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.2.6
作業装置

 ブーム、アーム
バケット及びリン
ク

この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ツース
 ブレード（別名
排土板）
 フック

3.2.7
油圧装置

 作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
 油圧シリンダー
（作業機用、アウ
トリガー用に限
る。）
 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 回転継手
 オイルクーラー

3.2.8
操作装置

この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
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3.2.9
安全装置

 下 部 架 台 フ
レーム及びブラ
ケット

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.2.10
車体関係 

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｂ ロック及び
ロックピン等

 旋回フレーム及
びブラケット

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 旋回ベアリング
及び旋回ギヤ
 旋回減速機
 旋回ロック
 ペダルロック及
びレバーロック
 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）
 カウンターウェ
イト
 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 表示板
 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

3.2.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

3.3 機械式クラムシェル（クローラ式、トラック式、ホイール式）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

3.3.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

3.3.2
動力伝達装
置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

3.3.3
走行装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.3.4
操縦装置

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.3.5
制動装置  下部走行体（ホ

イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.3.6
作業装置

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 クラムシェルバ
ケット

 ワイヤロープの取付け
部の亀裂及び損傷の有無
を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 損傷及び溶接部の亀裂
の有無を調べる。

 損傷及び溶接部の亀裂
がないこと。

 ツースの摩耗並びに取
付けボルトの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 著しい摩耗並びに取付
けボルトの緩み及び脱落
がないこと。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのロープ外れ止
めガイドの変形及び摩耗
の有無並びにロープの外
れの有無を調べる。

 変形及び著しい摩耗並
びにロープの外れがない
こと。

 ロープガイドローラー
の内径の損傷及び摩耗の
有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ロープ固定ソケットの
変形の有無を調べる。

 変形がないこと。

 タグライン用チェーン
及びシャックルの損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 著しい損傷及び摩耗が
ないこと。
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 油圧式タグライ
ン

 油圧モーターからの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 油圧モーターを作動さ
せ、異音及び異常発熱の
有無を調べる。

 作動の適否に異常がな
く、かつ、異音及び異常
発熱がないこと。

 制御弁を切換え、回転
方向及びトルクを調べ
る。

 正規の方向に円滑に回
転し、かつ、トルクが適
正であること。

 タグラインドラムの損
傷の有無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 スプリング式タ
グライン

 タグラインスプリング
のへたりの有無を調べ
る。

 著しいへたりがないこ
と。

 タグラインドラムの損
傷の有無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

3.3.7
油圧装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

3.3.8
操作装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.3.9
安全装置  下部走行体（ト

ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

3.3.10
車体関係  下部走行体（ホ

イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

3.3.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

3.4 油圧式クラムシェル（クローラ式及びホイール式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

3.4.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

3.4.2
動力伝達装置

この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。3.4.3

走行装置
3.4.4
操縦装置
3.4.5
制動装置

3.4.6
作業装置

 ブーム、伸縮
アーム、シーブ及
びリンク

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ブーム等を作動させ、
各連結部のがたの有無を
調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト、ナット
及び各取付けピンの緩み
及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 ワイヤロープ取付け部
の亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのロープ外れ止
めガイドの変形及び摩耗
の有無並びにロープの外
れの有無を調べる。

 変形及び著しい摩耗並
びにロープの外れがない
こと。

 ロープガイドローラー
の内径の損傷及び摩耗の
有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
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 ロープ固定ソケットの
変形の有無を調べる。

 変形がないこと。

 クラムシェルバ
ケット

 損傷及び溶接部の亀裂
の有無を調べる。

 損傷及び溶接部の亀裂
がないこと。

 ツースの摩擦並びに取
付けボルトの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 著しい摩耗並びに取付
けボルトの緩み及び脱落
がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

3.4.7
油圧装置

この表の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。3.4.8

操作装置
3.4.9
安全装置
3.4.10
車体関係

3.4.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

別表第４ 基礎工事用機械
4.1 ディーゼルパイルドライバー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.1.2
動力伝達装
置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.1.3
走行装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.1.4
制動装置

4.1.5
作業装置



デ
ィ
ー
ゼ
ル
パ
イ
ル
ハ
ン
マ
ー

ａ 上部シリン
ダー

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 ラム起動用上下ストッ
パー（別名カム）の摩耗
の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ハンマー本体つり上げ
用リブ（別名カム）の下
面と起動装置ストッパー
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シリンダー取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ 下部シリン
ダー

 ガイドジョーとリー
ダーガイドパイプとの隙
間を調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 ガイドジョー取付けボ
ルトの緩み及び脱落の有
無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
びフランジの変形の有無
を調べる。

 ボルトの緩みがなく、
かつ、フランジの変形が
ないこと。

 エンドリング、二つ割
金物及び取付けフランジ
の変形及び摩耗量を調べ
る。

 変形がなく、かつ、摩
耗量が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な
範囲にあること。

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 冷却水タンク及び排水
口プラグからの水漏れの
有無を調べる。

 水漏れがないこと。

ｃ ラム及びア
ンビル

 油だめ室のプラグの緩
みの有無を調べる。

 緩みがないこと。

 ガイドリングの摩耗の
有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ピストンリングの折損
の有無並びにへたりの量
及び摩耗量を調べる。

 折損がなく、かつ、へ
たりの量及び摩耗量が当
該車体の構造及び性能に
照らし、適正な範囲にあ
ること。ただし、ハンマーの作

動の異常及びガス漏れが
ない場合は、この検査を
省略することができる。
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 ラム凸球面及びアンビ
ル凹球面の損傷の有無を
調べる。

 損傷がないこと。

ただし、ハンマーの作
動時に異音等の異常がな
い場合は、この検査を省
略することができる。

 緩衝ゴムの劣化及び摩
耗の有無を調べる。

 劣化及び著しい摩耗が
ないこと。

 アウターエンドリン
グ、取付けフランジ、ボ
ルト及びナットの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｄ

燃
料
機
器

イ 燃料タ
ンク及び
配管

 排油プラグからの油漏
れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ロッキングスピンドル
（別名開閉レバー）の損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

 燃料ろ過器ストレー
ナーの汚れ及び目詰まり
の有無を調べる。

 汚れ及び目詰まりがな
いこと。

 燃料配管の損傷及び
ナットの緩みの有無を調
べる。

 損傷及び緩みがないこ
と。

ロ 打撃式
燃料ポン
プ

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 カムの摩耗量を調べ
る。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 プランジャーの作動の
適否を調べる。

 正常に作動すること。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

ハ ノズル
式（別名
Ｊ型）燃
料ポンプ

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 カムの摩耗量を調べ
る。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 燃料ストップ弁の作動
の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

ｅ

潤
滑
装
置

イ 潤滑油
タンク及
び配管

 排油プラグからの油漏
れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 潤滑油タンク及びロッ
キングスピンドル（別名
開閉レバー）の損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 潤滑油ろ過器ストレー
ナーの汚れ及び目詰まり
の有無を調べる。

 汚れ及び目詰まりがな
いこと。

 潤滑油配管の損傷及び
継手部からの油漏れの有
無を調べる。

 損傷及び油漏れがない
こと。

ロ 潤滑油
ポンプ

 プランジャーの作動の
適否及び油漏れの有無を
調べる。

 正常に作動し、かつ、
油漏れがないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｆ 起動装置  ガイドギブ（別名案内
金物）とリーダーガイド
パイプとの隙間を調べ
る。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 ガイドギブ取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ラムのつり上げ爪及び
パウルの摩耗量を調べ
る。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 起動レバーの摩耗量を
調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 つり上げ装置用ラ
チェット止め金具及びリ
ンク等の作動の適否及び
摩耗の有無を調べる。

 正常に作動し、かつ、
著しい摩耗がないこと。

 ハンマーのつり上げ
フックの損傷の有無及び
摩耗量を調べる。

 損傷がなく、かつ、摩
耗量が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な
範囲にあること。

 つり上げシーブピン及
びブシュの摩耗の有無を
調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。
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ｇ キャップ  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 緩衝材（プラグを含
む。）の損傷の有無を調べ
る。

 著しい損傷がないこ
と。

 つりワイヤロープの損
傷の有無及び取付け長さ
を調べる。

 損傷がなく、かつ、長
さが当該車体の構造及び
性能に照らし、適正な範
囲にあること。

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 リーダー 別表第１の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.1.6
油圧装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.1.7
操作装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.1.8
安全装置  給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・

ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。4.1.9

車体関係

4.1.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.2 油圧パイルドライバー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.2.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.2.2
動力伝達装
置
4.2.3
走行装置
4.2.4
制動装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.2.5
作業装置 油

圧
パ
イ
ル
ハ
ン
マ
ー

ａ ケーシング  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ガイドジョーとリー
ダーガイドパイプとの隙
間を調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 ガイドジョー取付けボ
ルトの緩み及び脱落の有
無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ラムとケーシングしゅ
う動部の隙間を調べる。

 隙間が過大又は過小で
ないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ハンマー本体つり上げ
用リブ下面の摩耗の有無
を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 つり上げ用ブラケッ
ト、フック及びピンの亀
裂、損傷、変形及び摩耗
の有無を調べる。

 亀裂、損傷、著しい変
形及び摩耗がないこと。

ｂ ラム  亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 ラムとシリンダーとの
連結部の亀裂、損傷、変
形及び緩みの有無を調べ
る（シリンダー直結式の
ものに限る。）。

 亀裂、損傷、著しい変
形及び緩みがないこと。

 ワイヤロープの損傷の
有無を調べる（ワイヤつ
り式のものに限る。）。

 損傷がないこと。

 落下高さ検知センサー
（鉄片を含む。）溶接部の
亀裂及び摩耗の有無を調
べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 Ｕパッキングの損傷及
び摩耗の有無を調べる
（ラムピストン式のもの
に限る。）。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

ｃ アンビル、
キャップ及び
カバー

 アンビルの亀裂、損傷
及び変形の有無を調べ
る。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 ラムクッション及び
キャップクッションの損
傷の有無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。
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(号
外
第



号
)

官
報







 カバー及びキャップの
取付けボルトの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 カバー及びキャップの
亀裂、損傷及び変形の有
無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 アンビルガイド及びア
ンビルのかじり及び摩耗
の有無を調べる。

 かじり及び著しい摩耗
がないこと。

 緩衝ゴムの亀裂及び損
傷の有無を調べる。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 ハイドロコンバーター
の損傷及び油漏れ並びに
ボルトの緩み及び脱落の
有無を調べる。

 損傷及び油漏れ並びに
ボルトの緩み及び脱落が
ないこと。

 密閉式アンビル部の潤
滑用液量の適否を調べ
る。

 量が適正であること。

 二つ割金物の変形の有
無及び摩耗量を調べる。

 変形がなく、かつ、摩
耗量が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な
範囲にあること。

ｄ つり上げ装
置

 ガイドギブ（別名案内
金物）とリーダーガイド
パイプとの隙間を調べ
る。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 ガイドギブ取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 つり上げ装置用ラ
チェット止め金具及びリ
ンク等の作動の適否及び
摩耗の有無を調べる。

 正常に作動し、かつ、
著しい摩耗がないこと。

 ハンマーつり上げフッ
クの損傷の有無及び摩耗
量を調べる。

 損傷がなく、かつ、摩
耗量が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な
範囲にあること。

 つり上げシーブのピン
及びブシュの摩耗の有無
を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

ｅ

油
圧
機
器

イ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）
ロ 油圧シ
リンダー

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ハ 方向制
御弁
ニ 電磁弁
ホ 逆止め
弁
ヘ アキュ
ム レ ー
ター

ｆ 制 御 装 置
（別名コント
ロールボック
ス）

 ストローク調整装置、
インターバル調整装置及
びブローカウンター等の
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 キャブタイヤケーブル
の損傷及び断線の有無を
調べる。

 損傷及び断線がないこ
と。

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 リーダー 別表第１の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

 油圧パワーユ
ニット

 ハンマーを作動させ、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 作動油の量及び汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 原動機及び各油圧機器
（配管を含む。）からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

4.2.6
油圧装置
4.2.7
操作装置
4.2.8
安全装置
4.2.9
車体関係

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.2.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







4.3 硬質地盤油圧式くい圧入機

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.3.1

原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.3.2

動力伝達装
置

4.3.3

走行装置

4.3.4

操縦装置

4.3.5

制動装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ホ
イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.3.6

作業装置 オ
ー
ガ
ー
装
置

ａ 減速機  無負荷状態で作動させ
て異常振動、異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 カップリングの取付け
ボルト及びナットの緩み
及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケース内及びスイベル
部からの油漏れの有無を
調べる。

 油漏れがないこと。

ｂ オーガース
クリュー

 スクリューロッド、羽
根及び継手部の損傷及び
曲がりの有無並びに摩耗
量の有無を調べる。

 著しい損傷及び曲がり
がなく、かつ、摩耗量が
当該車体の構造及び性能
に照らし、適正な範囲に
あること。

 スクリュー内管におけ
るモルタル、ベントナイ
トその他異物の詰まりの
有無を調べる。

 詰まりがないこと。

ｃ オ ー ガ ー
ヘッド

 羽根の損傷、変形及び
摩耗の有無を調べる。

 著しい損傷、変形及び
著しい摩耗がないこと。

 爪の損傷の有無及び取
付け状態を調べる。

 著しい損傷がなく、か
つ、取付け状態が適正で
あること。

 ヘッド弁の損傷及び摩
耗の有無並びに開閉状態
を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、正常に作動
すること。

 ヘッド内管におけるモ
ルタル、ベントナイトそ
の他異物の詰まりの有無
を調べる。

 詰まりがないこと。

ｄ オ ー ガ ー
ケーシング

 オーガーケーシング、
排土口及び継手部の損傷
の有無及び摩耗量を調べ
る。

 著しい損傷がなく、か
つ、摩耗量が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｅ 先行ガイド 先行ガイドの損傷、変形
及び摩耗の有無を調べる。

著しい損傷、変形及び摩
耗がないこと。

ｆ 軸受 軸受の損傷及び摩耗の有
無を調べる。

著しい損傷及び摩耗がな
いこと。

ｇ オーガーフ
レーム

 オーガーフレームの損
傷及び摩耗の有無を調べ
る。

 著しい損傷及び摩耗が
ないこと。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｈ しゅう動部 しゅう動部の損傷及び摩
耗の有無を調べる。

著しい損傷及び摩耗がな
いこと。

ｉ ジャバラ  ジャバラスライドの損
傷及び変形の有無を調べ
る。

 著しい損傷及び変形が
ないこと。

 ジャバラの布地におけ
る裂け、ほつれその他損
傷の有無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 取付け状態並びにボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 取付け状態が適正で、
かつ、ボルト及びナット
の緩み及び脱落がないこ
と。

令
和

年


月


日
水
曜
日
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外
第



号
)

官
報









圧
入
機
本
体

ａ

爪

イ チャッ
ク

 摩耗量を調べる。  摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ロ クラン
プ

 摩耗量を調べる。  摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ハ ケーシ
ングチャ
ック

 摩耗量を調べる。  摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ

主
構
成
フ
レ
ー
ム

イ リ ー
ダーマス
ト
ロ クラン
プ
ハ サドル
ニ スライ
ドフレー
ム
ホ チャッ
クフレー
ム
ヘ チャッ
ク
ト ケーシ
ングチャ
ック

亀裂、損傷、変形及び摩
耗の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

亀裂、著しい損傷、変形
及び著しい摩耗がないこ
と。

チ ホース
リール

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、著しい損傷及び
変形がないこと。

 取付け部の状態並びに
ボルト及びナットの緩み
及び脱落の有無を調べ
る。

 取付け部の状態が適正
で、かつ、ボルト及びナッ
トの緩み及び脱落がない
こと。

 起状がスムーズにでき
るか調べる。

 起状がスムーズにでき
ること。

 ホースリールを操作
し、作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

ｃ 昇降設備、
作業ステージ
及びステップ

 亀裂、損傷、変形及び
摩耗の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、著しい損傷、変
形及び著しい摩耗がない
こと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｄ しゅう動部  損傷及び摩耗の有無を
調べる。

 著しい損傷及び摩耗が
ないこと。

 給油脂状態を調べる。  給油脂が十分であるこ
と。

ｅ ギヤ、ピニ
オン及び駆動
軸

 回転させて、引っ掛か
り及び異音の有無を調べ
る。

 円滑に回転し、かつ、
異音がないこと。

 回転ギヤの亀裂及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルトの緩み、
折損及び脱落の有無を調
べる。

 緩み、折損及び脱落が
ないこと。

 軸受の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。



反
力
架
台

ａ フレーム フレームの損傷及び変形
の有無を調べる。

著しい損傷及び変形がな
いこと。

ｂ アーム  アームの損傷及び変形
の有無を調べる。

 著しい損傷及び変形が
ないこと。

 アームを開閉させて、
スムーズに動くか調べ
る。

 スムーズに動くこと。

 パワーユニッ
ト

 圧入機を作動させて、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 作動油の量及び汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 原動機及び各油圧機器
（配管を含む。）からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ケーブルの作動の適否
及び損傷の有無を調べ
る。

 正常に作動し、かつ、
著しい損傷がないこと。



油
圧
装
置

ａ フィルター
ｂ 配管
ｃ 油 圧 モ ー
ター
ｄ 油圧シリン
ダー

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。令
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ｅ 方向制御弁
ｆ 電磁弁
ｇ 圧力制御弁
ｈ 流量制御弁
ｉ 逆止め弁
ｊ ア キ ュ ム
レーター
ｋ 回転継手



電
気
機
器

ａ 各センサー 各操作を行い、作動の適
否を調べる。

正常に作動し、かつ、適
正に制御されていること。

ｂ モニター  各操作を行い、作動の
適否を調べる。

 正常に作動すること。

 モニターの破損及び水
等の浸入の有無を調べ
る。

 破損及び水等の浸入が
ないこと。

ｃ 安全灯及び
警報装置

 各操作を行い、作動の
適否及び取付け状態を調
べる。

 正常に作動し、かつ、
取付け状態が適正である
こと。

 各安全灯のレンズの破
損及び水等の浸入の有無
を調べる。

 破損及び水等の浸入が
ないこと。

ｄ 配線  接続部の緩みの有無を
調べる。

 緩みがないこと。

 損傷の有無を調べる。  損傷がないこと。

ｅ 操作盤  各スイッチを操作し、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 ケーブル及びコードの
損傷、ねじれ及び断線の
有無並びに絶縁の状態を
調べる。

 損傷、ねじれ及び断線
がなく、かつ、絶縁が良
好であること。

 操作盤の破損及び水等
の浸入の有無を調べる。

 破損及び水等の浸入が
ないこと。

ｆ エンジン停
止スイッチ

 スイッチを操作し、作
動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 取付け部の緩みの有無
を調べる。

 緩みがないこと。



つ
り
具

ａ つりワイヤ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

ｂ シャックル
及びつりボル
ト

 スナップピンの損傷、
変形及び脱落の有無を調
べる。

 著しい損傷、変形及び
脱落がないこと。

 シャックル及びつりボ
ルトの亀裂、変形及び損
傷の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
損傷がないこと。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ つりベルト  長さその他仕様の適否
を調べる。

 仕様が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
であること。

 損傷、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 損傷、著しい変形及び
摩耗がないこと。

4.3.7
油圧装置
4.3.8
操作装置
4.3.9
安全装置
4.3.10
車体関係

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ホ
イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.3.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.4 振動パイルドライバー（電動式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.4.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







4.4.2
動力伝達装
置
4.4.3
走行装置
4.4.4
操縦装置
4.4.5
制動装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ホ
イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.4.6
作業装置 振

動
パ
イ
ル
ハ
ン
マ
ー

ａ

緩
衝
機

イ ハ ン
ガー

亀裂及び損傷の有無を調
べる。

亀裂及び著しい損傷がな
いこと。

ロ シャッ
クル及び
シャック
ルピン

 亀裂の有無及び摩耗量
を調べる。

 亀裂がなく、かつ、摩
耗量が当該車体の構造及
び性能に照らし、適正な
範囲にあること。

 シャックル止め及び軸
止め金具の緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ハ シャフ
ト及びブ
シュ

摩耗の有無を調べる。 著しい摩耗がないこと。

ニ スプリ
ング

 コイルスプリングの亀
裂の有無を調べる。

 亀裂がないこと。

 ハンマーをつらない状
態で、主スプリングのへ
たりの有無を調べる。

 著しいへたりがないこ
と。

 ハンマーをつった状態
で、補助スプリングのへ
たりの有無を調べる。

 著しいへたりがないこ
と。

 クッションゴム及びス
トップゴムの亀裂、劣化
及び脱落の有無を調べ
る。

 亀裂、劣化及び脱落が
ないこと。

ｂ 電動機 別表第１の「1.1.2 電動機」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ｃ 起振機  無負荷状態で作動さ
せ、異音の有無を調べる。

 異音がないこと。

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 つり環の摩耗の有無を
調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ｄ

チ
ャ
ッ
ク

イ チャッ
ク歯

 摩耗の有無を調べる。  著しい摩耗がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ロ チャッ
ク

作動させて連動機構部の
がた及びかみ合い状態を調
べる。

著しいがたがなく、かつ、
かみ合いが適正であるこ
と。

ハ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）
ニ 油圧シ
リンダー

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ホ 逆止め
弁（パイ
ロ ッ ト
チェック
弁 を 含
む。）

 チャックを作動させ、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 本体、配管及び継手部
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

ｅ 油圧パワー
ユニット

 チャックを作動させ、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 作動油の量及び汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 原動機及び各油圧機器
からの油漏れの有無を調
べる。

 油漏れがないこと。

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 リーダー 別表第１の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







4.4.7
油圧装置
4.4.8
操作装置
4.4.9
安全装置
4.4.10
車体関係

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 下部走行体（ホ
イール式のものに
限る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.4.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.5 振動パイルドライバー（油圧式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.5.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.5.2
動力伝達装
置
4.5.3
走行装置
4.5.4
操縦装置
4.5.5
制動装置

 パワー・ショベ
ル系機体

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ク
レ
ー
ン
系
機
体

ａ 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ｂ 下部走行体
（クローラ式
のものに限
る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｃ 下部走行体
（トラック式
のものに限
る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｄ 下部走行体
（ホイール式
のものに限
る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.5.6
作業装置 振

動
パ
イ
ル
ハ
ン
マ
ー

ａ

緩
衝
機

イ ハ ン
ガ ー フ
レーム

亀裂及び損傷の有無を調
べる。

亀裂及び著しい損傷がな
いこと。

ロ つり金
具

亀裂及び摩耗の有無を調
べる。

亀裂及び著しい摩耗がな
いこと。

ハ ピン及
びブシュ

摩耗の有無を調べる。 著しい摩耗がないこと。

ニ シャッ
クル及び
シャック
ルピン

この表の「4.4 振動パイルドライバー（電動式のも
のに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ホ スプリ
ング

 コイルスプリングの亀
裂の有無を調べる。

 亀裂がないこと。

 ハンマーをつらない状
態で、コイルスプリング
のへたりの有無を調べ
る。

 著しいへたりがないこ
と。

 ラバースプリング及び
ストップゴムの亀裂及び
劣化の有無を調べる。

 亀裂及び劣化がないこ
と。

 ラバースプリング及び
ストップゴムの取付けボ
ルト及びナットの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ヘ ロック
機構（垂
直、水平、
旋回に限
る。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 操作して掛かり及び外
れの状態を調べる。

 確実に作動すること。

 油圧シリンダーからの
油漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 油圧ホースのひび割れ
その他損傷、劣化及び取
付け状態における干渉の
有無を調べる。

 ひび割れその他損傷、
劣化及び干渉がないこ
と。

ｂ

起
振
機

イ 起振機
本体

 無負荷状態で作動さ
せ、異音の有無を調べる。

 異音がないこと。

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ロ 油 圧
モーター

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ハ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

ニ ベルト
カバー及
びチェー
ンカバー

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

ｃ

チ
ャ
ッ
ク

イ チャッ
ク歯

この表の「4.4 振動パイルドライバー（電動式のも
のに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ロ チャッ
ク

ハ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ニ 油圧シ
リンダー

ホ 逆止め
弁（パイ
ロ ッ ト
チェック
弁 を 含
む。）

この表の「4.4 振動パイルドライバー（電動式のも
のに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｄ 油 圧 パ
ワーユニッ
ト

 起振機及びチャックを
作動させ、作動の適否を
調べる。

 正常に作動すること。

 作動油の量及び汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 原動機及び各油圧機器
（配管を含む。）からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ｅ 油圧コント
ロールユニッ
ト

 方向制御弁を操作し、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 各油圧機器（配管を含
む。）からの油漏れの有無
を調べる。

 油漏れがないこと。

ｆ エクステン
ションアーム

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ハンマーを作動させ、
各連結部のがたの有無を
調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト、ナット
及び取付けピンの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ブーム、アーム
及びリンク（パ
ワー・ショベル系
機体に限る。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 ハンマーを作動させ、
各連結部のがたの有無を
調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 取付けボルト、ナット
及び取付けピンの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 ジブ（クレーン
系機体に限る。）

別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 ワイヤロープ
（クレーン系機体
に限る。）

別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







4.5.7
油圧装置
4.5.8
操作装置
4.5.9
安全装置
4.5.10
車体関係

 パワー・ショベ
ル系機体

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ク
レ
ー
ン
系
機
体

ａ 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ｂ 下部走行体
（クローラ式
のものに限
る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｃ 下部走行体
（トラック式
のものに限
る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｄ 下部走行体
（ホイール式
のものに限
る。）

別表第１の「1.6 下部走行体（ホイール式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.5.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.6 アース・ドリル（油圧式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.6.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.6.2
動力伝達装
置
4.6.3
走行装置
4.6.4
制動装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.6.5
作業装置 ド

リ
ル
装
置

ａ アースドリ
ルバケット
（拡底バケッ
トを含む。）

 亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい損傷が
ないこと。

 爪及びシャンクのがた
及び摩耗の有無を調べ
る。

 著しいがた及び摩耗が
ないこと。

 底蓋開閉装置の作動の
適否を調べる。

 正常に作動すること。

 底蓋の損傷の有無を調
べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 サイドカッターの摩耗
の有無並びに取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 著しい摩耗並びに取付
けボルトの緩み及び脱落
がないこと。

 ラッチキーパー及び
ラッチバーの摩耗の有無
を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 レバー及びピンの損傷
及び摩耗の有無を調べ
る。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ジョイントピンの損傷
及び曲がりの有無を調べ
る。

 損傷及び著しい曲がり
がないこと。

 拡大翼の変形及び摩耗
の有無を調べる（拡底バ
ケットに限る。）。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 カッターの摩耗及び割
れの有無を調べる。

 著しい摩耗及び割れが
ないこと。

ｂ ケリーバー  損傷、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 損傷、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 緩衝用ボルトの損傷及
び曲がりの有無を調べ
る。

 著しい損傷及び曲がり
がないこと。

 緩衝用ばねの損傷及び
へたりの有無を調べる。

 損傷及びへたりがない
こと。

 緩衝用ナットの緩みの
有無を調べる。

 緩みがないこと。

 ストッパーの損傷及び
変形の有無を調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 回転継手の回転の状態
を調べる。

 円滑に回転すること。

 回転継手からの油漏れ
及び取付けピンの緩みの
有無を調べる。

 油漏れ及び取付けピン
の緩みがないこと。
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水
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)
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ｃ ケリーバー
押下げ装置

ケリーバー押下げ装置の
作動の適否を調べる。

正常に作動すること。

ｄ フロントフ
レーム

フレームの損傷及び変形
の有無を調べる。

損傷及び著しい変形がな
いこと。

ｅ ケリードラ
イブ装置

 作動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 バッファーの亀裂の有
無を調べる。

 著しい亀裂がないこ
と。

ｆ フレームサ
ポート及びフ
レーム起伏ガ
イドシーブ

 シーブブラケット及び
ターンバックルの亀裂及
び変形の有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

ｇ

油
圧
機
器

イ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ロ 油 圧
モーター
ハ 油圧シ
リンダー
ニ 電磁弁

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.6.6
油圧装置
4.6.7
操作装置
4.6.8
安全装置
4.6.9
車体関係

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.6.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.7 アース・ドリル（機械式のものに限る。）

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.7.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.7.2
動力伝達装
置
4.7.3
走行装置
4.7.4
制動装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.7.5
作業装置 ド

リ
ル
装
置

ａ アースドリ
ルバケット

 亀裂及び損傷の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい損傷が
ないこと。

 爪及びシャンクのがた
及び摩耗の有無を調べ
る。

 著しいがた及び摩耗が
ないこと。

 底蓋開閉装置の作動の
適否を調べる。

 正常に作動すること。

 底蓋の損傷の有無を調
べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 サイドカッターの摩耗
の有無並びに取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 著しい摩耗並びに取付
けボルトの緩み及び脱落
がないこと。

 ラッチキーパー及び
ラッチバーの摩耗の有無
を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 レバー及びピンの損傷
及び摩耗の有無を調べ
る。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ジョイントピンの損傷
及び曲がりの有無を調べ
る。

 損傷及び著しい曲がり
がないこと。

ｂ ケリーバー この表の「4.6 アース・ドリル（油圧式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。
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ｃ ケリーバー
押下げ装置
（油圧押下げ
装置を含む。）

 スイベルブロック及び
コッターの摩耗の有無を
調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 コッターばねの損傷及
びへたりの有無を調べ
る。

 損傷及びへたりがない
こと。

 ブラケット及びステー
の亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｄ フロントフ
レーム

 フレームの損傷及び変
形の有無を調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 フレームレバーの変形
及び摩耗の有無を調べ
る。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 ブームフートレバーの
変形の有無を調べる。

 著しい変形がないこ
と。

 ばねの損傷及びへたり
の有無を調べる。

 損傷及びへたりがない
こと。

 フレームロック用爪の
変形及び摩耗の有無を調
べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 カバーの損傷及び変形
の有無を調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 テークアップのアジャ
ストボルトの損傷の有無
を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

ｅ ドラム軸  軸及び軸受の摩耗の有
無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ドラムの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 著しい損傷及び摩耗が
ないこと。

 チェーンの緩みを調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 チェーン及びスプロ
ケットの亀裂及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 滑りクラッチのかみ合
いの適否及び動き具合を
調べる。

 かみ合いが適正で、か
つ、動きが円滑であるこ
と。

 ギヤボックスの異音及
び油漏れの有無を調べ
る。

 異音及び油漏れがない
こと。

 ギヤ付き軸の摩耗の有
無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 バッファーの損傷の有
無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

ｆ フレームサ
ポート及びフ
レーム起伏ガ
イドシーブ

この表の「4.6 アース・ドリル（油圧式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｇ

油
圧
機
器

イ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ロ 油圧シ
リンダー

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.7.6
油圧装置
4.7.7
操作装置
4.7.8
安全装置
4.7.9
車体関係

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.7.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.8 一体型せん孔機

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.8.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。
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4.8.2
動力伝達装
置

 流体継手  作動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 Ｖプーリー  亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 Ｖベルト（ポン
プ駆動用、ウイン
チ駆動用に限る。）

 緩みを調べる。  張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 損傷及び摩耗の有無を
調べる。

 著しい損傷及び摩耗が
ないこと。

4.8.3
走行装置
4.8.4
制動装置

下部走行体（クロー
ラ式のものに限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.8.5
作業装置

 ウインチ  作動させて異常振動、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 ブレーキ及びクラッチ
の作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 ドラムの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 バンドの亀裂及び変形
並びにライニングの摩耗
の有無を調べる。

 亀裂及び変形並びにラ
イニングの著しい摩耗が
ないこと。

 ウインチ減速機  作動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 チェーンの損傷及び摩
耗の有無並びに伸びを調
べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、伸びが当該
車体の構造及び性能に照
らし、適正な範囲にある
こと。

 スプロケットの損傷及
び摩耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ウ
イ
ン
チ
操
作
装
置

ａ マスターシ
リンダー

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ｂ パワーシリ
ンダー

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｃ ロッド、リ
ンク及びケー
ブル類

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ｄ ホース及び
パイプ

 圧力をかけ、油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ひび割れその他損傷及
び劣化の有無を調べる。

 著しいひび割れその他
損傷及び劣化がないこ
と。

 ホースクランプ、パイ
プ支持部の取付けボルト
及びナットの緩み及び脱
落並びにホース及びパイ
プと車体との干渉の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がなく、
かつ、干渉がないこと。

ブ
ー
ム

ａ ブーム  亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 取付けピン及び固定ピ
ンの摩耗量を調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 はしご、手すり及び踊
り場の損傷及び変形の有
無を調べる。

 損傷及び変形がないこ
と。

 ブームステーの変形及
び摩耗の有無を調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

ｂ キャリッジ  損傷及び摩耗の有無を
調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ストッパーの作動の適
否を調べる。

 正常に作動すること。

 緩衝機の平ばねのへた
りの有無を調べる。

 へたりがないこと。
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ｃ 排土板 亀裂、変形及び摩耗の有
無を調べる。

亀裂、著しい変形及び摩
耗がないこと。

ｄ ク ラ ウ ン
ヘッド

 変形及び摩耗の有無を
調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 クラウンポール及びピ
ンの摩耗の有無を調べ
る。

 著しい摩耗がないこ
と。

ｅ シュート 亀裂及び変形の有無を調
べる。

亀裂及び著しい変形がな
いこと。

チ
ュ
ー
ビ
ン
グ
装
置

ａ クランピン
グユニット

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 連結用のピン及びブ
シュの変形及び摩耗の有
無を調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 取付け部の変形及び摩
耗の有無を調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 締付けシリンダーを作
動させ、チューブの締め
しろを調べる。

 締めしろが適正である
こと。

ｂ アーム  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 揺動シリンダーの取付
けボルトの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ 下部ガイド  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ガイドピン及びコッ
ターの緩みの有無を調べ
る。

 緩みがないこと。



旋
回
装
置

ａ クランピン
グユニット

この表の「4.8.5 作業装置」の「 チュービング
装置」の「ａ クランピングユニット」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

ｂ 減速機  作動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 ピニオン及びギヤの損
傷及び摩耗の有無を調べ
る。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ケースの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 スライド部の亀裂、変
形及び摩耗の有無を調べ
る。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 ボルトの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ｃ クランプ開
閉装置

 タイヤの空気圧を調べ
る。

 空気圧が適正であるこ
と。

 タイヤの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 回転体の損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 ハンマーグラブ  グラブヘッドとクラウ
ンヘッドとの連結状態を
調べる。

 確実に連結されている
こと。

 作動させてシェルの開
閉状態を調べる。

 正常に作動すること。

 グラブの亀裂、損傷、
変形及び摩耗の有無を調
べる。

 亀裂、損傷、著しい変
形及び摩耗がないこと。

 シェルの亀裂、損傷、
変形及び摩耗の有無を調
べる。

 亀裂、損傷、著しい変
形及び摩耗がないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.8.6
油圧装置

 作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。 フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 電磁弁
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 圧力制御弁
 オイルクーラー
 アキュムレー
ター
 回転継手

 走行関係油圧機
器

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.8.7
操作装置

操作レバー 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.8.8
安全装置
4.8.9
車体関係

 前部フレーム  損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 揺動シリンダーの取付
けボルトの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 後部フレーム  亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 ボルトの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 アウトリガー  前部及び伸び部のアウ
トリガーを作動させ、
引っ掛かり等の異常の有
無を調べる。

 円滑に作動すること。

 構造部の変形及び摩耗
の有無を調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 固定ピン部の変形及び
摩耗の有無を調べる。

 著しい変形及び摩耗が
ないこと。

 前部アウトリガーの
フートアセンブリーの締
付けボルトの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 後部アウトリガーのイ
ンナーボックスのがたの
有無を調べる。

 著しいがたがないこ
と。

 表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 警報装置 別表第２の「2.4 スクレープ・ドーザー」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

 計器類（油圧計、
水温計、電流計を
含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 下部架台フレー
ム及びブラケット
（クローラフレー
ムを含む。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 各部の給油脂状態を調べ
る。

給油脂が十分であるこ
と。

4.8.10
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.9 分離型せん孔機

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.9.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.9.2  上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.9.3
 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.9.4
制動装置

動力伝達装
置

走行装置

4.9.5

把
持
装
置
（
く
さ
び
式
及
び
バ
ン
ド
式
に
限
る
。）

ａ メ イ ン
チャック

 チャックフレームの亀
裂及び変形の有無を調べ
る。

 亀裂及び変形がないこ
と。作業装置

 締付けバンド、くさび
及びスペーサーの亀裂、
変形及び把持部の摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 連結用のリンク及びピ
ンの変形及び摩耗を調べ
る。

 変形及び著しい摩耗が
ないこと。

ｂ サブチャッ
ク

 締付けバンド、くさび
及びスペーサーの亀裂、
変形及び把持部の摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 連結用のリンク及びピ
ンの変形及び摩耗を調べ
る。

 変形及び著しい摩耗が
ないこと。
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押
込
み
・
引
抜
き
装
置

ａ ガイドポス
ト

 ガイドポストの亀裂、
変形及びブシュの摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 ガイドポストの取付け
ボルトの緩み及び脱落の
有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ ステージ  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。



回
転
駆
動
装
置

ａ ドライブフ
レーム

 ドライブフレームの亀
裂及び変形の有無を調べ
る。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ 回転減速機  回転中の異音及び異常
発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケース内の封入グリー
ス量及び汚れの有無を調
べる。

 封入グリース量が適正
で、かつ、著しい汚れが
ないこと。

ｃ 旋回ベアリ
ング及び旋回
ギヤ

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

水
平
調
整
装
置

ａ ベ ー ス フ
レーム

 ベースフレームの亀裂
及び変形の有無を調べ
る。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ レ ベ ル
ジャッキ

球座のかじり及び変形の
有無を調べる。

かじり及び著しい変形が
ないこと。

ｃ 反 力 装 置
（おもり式、
バー式のもの
に限る。）

 架台の亀裂及び変形の
有無を調べる。

 亀裂及び変形がないこ
と。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

油
圧
装
置

ａ 配管（ホー
ス類、高圧パ
イプに限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ｂ 油圧シリン
ダー
ｃ 油 圧 モ ー
ター

ｄ 方向制御弁

ｅ 電磁弁

ｆ 逆止め弁

ｇ ア キ ュ ム
レーター

 パワーユニット  せん孔機を作動させ、
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 作動油の量及び汚れの
有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 原動機及び各油圧機器
（配管を含む。）からの油
漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 リモコン、角度計及び
ケーブルの作動の適否及
び損傷の有無を調べる。

 正常に作動し、かつ、
著しい損傷がないこと。

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

 ハンマーグラブ この表の「4.8 一体型せん孔機」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.9.6

油圧装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.9.7

操作装置
 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.9.8

安全装置  表示板 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.9.9

車体関係  給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.9.10

総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。
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4.10 アース・オーガー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.10.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.10.2
動力伝達装
置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.10.3
走行装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.10.4
操縦装置

 下部走行体（ト
ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.10.5
制動装置

4.10.6 

掘
削
機

ａ 減速機  無負荷状態で作動させ
て異音の有無を調べる。

 異音がないこと。
作業装置

 カップリングの取付け
ボルト及びナットの緩み
及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケース、スイベル部及
び下部カップリングから
の油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

ｂ 減速機ホル
ダー

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ガイドジョーとリー
ダーガイドパイプとの隙
間を調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 バランスウェイト及び
カウンターウェイトの取
付け状態を調べる。

 取付け状態が適正であ
ること。

ｃ オーガース
クリュー

 スクリューロッド、羽
根及び継手部の損傷、曲
がり及び摩耗の有無を調
べる。

 著しい損傷、曲がり及
び摩耗がないこと。

 スクリュー内管におけ
るモルタル、ベントナイ
トその他異物の詰まりの
有無を調べる。

 詰まりがないこと。

 スクリュー芯金及び
パッキンの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

ｄ オ ー ガ ー
ヘッド

 羽根の損傷、曲がり及
び摩耗の有無を調べる。

 著しい損傷、曲がり及
び摩耗がないこと。

 爪の損傷の有無及び取
付け状態を調べる。

 著しい損傷がなく、か
つ、取付け状態が適正で
あること。

 ヘッド弁の損傷及び摩
耗の有無並びに開閉状態
を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、正常に作動
すること。

 ヘッド内管におけるモ
ルタル、ベントナイトそ
の他異物の詰まりの有無
を調べる。

 詰まりがないこと。

ｅ 電動機 別表第１の「1.1.2 電動機」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ｆ

油
圧
機
器

イ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ｇ ト ッ プ
シーブ

 溝部及びフランジ部の
摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ピン及び軸受の摩耗の
有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

ロ 油 圧
モーター

ｈ 中間振れ止
め装置

 ガイドジョーとリー
ダーガイドパイプとの隙
間を調べる。

 隙間が当該車体の構造
及び性能に照らし、適正
な範囲にあること。

 シーブの溝部及びフラ
ンジ部の摩耗の有無を調
べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 シーブのピン及び軸受
の摩耗の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 スペーサーの損傷及び
摩耗の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。
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ｉ 下部振れ止
め装置

 ローラーの損傷及び摩
耗の有無並びに回転の状
態を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
なく、かつ、円滑に回転
すること。

 ホルダークランプの亀
裂及び損傷の有無並びに
取付け状態を調べる。

 亀裂及び損傷がなく、
かつ、取付け状態が適正
であること。

 ジブ 別表第１の「1.7 ジブ」の検査方法及び判定基準を
適用すること。

 リーダー 別表第１の「1.8 リーダー」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.10.7
油圧装置

 上部旋回体 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

4.10.8
操作装置

 下部走行体（ク
ローラ式のものに
限る。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.10.9
安全装置  下部走行体（ト

ラック式のものに
限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

4.10.10
車体関係

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.10.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

4.11 建柱車

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

4.11.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

4.11.2 下部走行体（トラッ
ク式のものに限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。動力伝達装

置
4.11.3
走行装置
4.11.4
操縦装置
4.11.5
制動装置

4.11.6
作業装置 オ

ー
ガ
ー
装
置

ａ オーガーサ
ポート

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 オーガーサポートの連
結部のがた及びスライ
ダーの摩耗の有無を調べ
る。

 上下及び左右に著しい
がたがなく、かつ、スラ
イダーの摩耗がないこ
と。

 オーガー自動スライド
装置のスプリングのへた
りの有無及び作動の適否
を調べる。

 へたりがなく、かつ、
正常に作動すること。

 スライダー取付けボル
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ アーム  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 ピン及びブシュの摩耗
の有無を調べる。

 著しい摩耗がないこ
と。

 ピン取付けナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ オーガー減
速機

 無負荷状態で作動させ
て異音の有無を調べる。

 異音がないこと。

 ボルト及びナットの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケース及び出力軸から
の油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 サポート及びモーター
ケースの亀裂及び変形の
有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 サポートのボルトの緩
み及び脱落の有無を調べ
る。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｄ オーガース
クリュー

 スクリューパイプ及び
オーガーブレード（別名
羽根）の損傷、曲がり及
び摩耗の有無を調べる。

 著しい損傷、曲がり及
び摩耗がないこと。
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 伸縮用シャフトの伸縮
状態を調べる。

 伸縮状態が適正である
こと。

 固定ピンの損傷及び変
形の有無並びにロック状
態を調べる。

 損傷及び変形がなく、
かつ、ロック状態が適正
であること。

 スクリュー取付けボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 スクリューストッパー
の損傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

ｅ オ ー ガ ー
ヘッド

 損傷、曲がり及び摩耗
の有無を調べる。

 著しい損傷、曲がり及
び摩耗がないこと。

 カッター及び爪の損傷
の有無を調べる。

 著しい損傷がないこ
と。

 カッター取付けボルト
及びナットの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｆ 格納装置  ステーの亀裂及び開き
の有無を調べる。

 亀裂及び著しい開きが
ないこと。

 カムの摩耗の有無及び
作動の適否を調べる。

 著しい摩耗がなく、か
つ、作動が適正であるこ
と。

ｇ 巻過ぎ防止
装置

 作動の適否を調べる。  正常に作動すること。

 油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｈ 送油ガイド  ジブを伸縮させ、作動
の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 ケース、帯板及びシー
ブの損傷の有無を調べ
る。

 著しい損傷がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｉ ウインチ装
置

 作動させて異常振動、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 異常振動、異音及び異
常発熱がないこと。

 最大定格荷重の荷をつ
り、ブレーキの効き具合
を調べる。

 効き具合が正常である
こと。

 ドラムの亀裂、変形及
び摩耗の有無を調べる。

 亀裂、著しい変形及び
摩耗がないこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

ｊ

ジ
ブ
伸
縮
装
置

イ ワイヤ
ガード

 ジブを伸縮させ、各ワ
イヤガード間の干渉の有
無を調べる。

 干渉がないこと。

 ガイド及びスライダー
の損傷及び摩耗の有無並
びに取付け状態を調べ
る。

 著しい損傷及び摩耗が
なく、かつ、取付け状態
が適正であること。

ロ フック
平行移動
装置

ジブを伸縮させ、ジブ先
端とつりフックとの間隔を
調べる。

間隔が常に一定であるこ
と。

 ジブ 別表第１の「1.7.2 ボックス構造ジブ」の検査方法
及び判定基準を適用すること。

 ワイヤロープ 別表第１の「1.9 ワイヤロープ」の検査方法及び判
定基準を適用すること。

4.11.7  作動油タンク 別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。油圧装置  フィルター

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 逆止め弁
 回転継手

4.11.8
操作装置

レバー、ペダル及び
ハンドル

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
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4.11.9

旋
回
装
置

ａ ターンテー
ブル

亀裂及び変形の有無を調
べる。

亀裂及び著しい変形がな
いこと。安全装置

亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。4.11.10

ｂ 旋回ベアリ
ング及び旋回
ギヤ

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

車体関係

ｃ 旋回減速機 別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

架
台
装
置

ａ サブフレー
ム（操作架台
を含む。）

 フレームの亀裂及び変
形の有無を調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ ジブ受け及
びポール受け

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ペダルロック
及びレバーロッ
ク

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｂ ロック及び
ロックピン

 座席 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。 昇降設備及び

滑り止め
 表示板

 下部走行体（ト
ラック式のもの
に限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

4.11.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

別表第５ 締固め用機械
5.1 ロードローラー及びタイヤローラー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

5.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

5.1.2
動力伝達装
置

 主クラッチ
 クラッチペダル

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 マスターシリン
ダー

 ペダルを反復操作して
油漏れの有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 リザーバータンク内の
油量及び油の汚れの有無
を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 パワーシリン
ダー

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 カップリング アイドリング状態で、異
音の有無を調べる。

異音がないこと。

 トルクコンバー
ター
 トランスミッ
ション（前後進機
を含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 プロペラシャフ
ト
 デファレンシャ
ル

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

フ
ァ
イ
ナ
ル
ド
ラ
イ
ブ

ａ チェーン及
びスプロケッ
ト

 チェーンの緩みを調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 リンクプレート、ロー
ラー及びピンの摩耗の有
無並びにクリップ及び割
りピンの欠損及び脱落の
有無を調べる。

 著しい摩耗並びにク
リップ及び割りピンの欠
損及び脱落がないこと。

 スプロケットの歯の損
傷及び摩耗の有無を調べ
る。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







ｂ 駆動ギヤ  走行させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 損傷及び摩耗の有無を
調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

5.1.3
走行装置

 ヨーク（キング
ピンを含む。）

 走行させてヨークピン
のがた及び異音の有無を
調べる。

 がた及び異音がないこ
と。

 損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び変形がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 ロール（ロード
ローラーに限る。）

 走行させてがた及び異
音の有無を調べる。

 がた及び異音がないこ
と。

 損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）（タイ
ヤローラーに限
る。）

 空気圧を調べる。  空気圧が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 亀裂、損傷及び偏摩耗
の有無を調べる。

 走行上支障となる亀
裂、損傷及び偏摩耗がな
いこと。

 金属片、石その他異物
のかみ込みの有無を調べ
る。

 異物のかみ込みがない
こと。

 ホイールナット及びボ
ルトの緩み及び脱落の有
無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 リム、サイドリング及
びホイールディスクの亀
裂、損傷及び変形の有無
を調べる。

 走行上支障となる亀
裂、損傷及び変形がない
こと。

 走行させ、若しくは、
車輪を浮かせて駆動さ
せ、又は手動させ、ホイー
ルベアリング部のがた、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 がた、異音及び異常発
熱がないこと。

5.1.4
操縦装置

 操 向 レ バ ー
（ロードローラー
に限る。）

 走行状態でレバーの振
れ及び取られの有無並び
に戻り具合及び重さを調
べる。

 振れ及び取られがな
く、かつ、戻り具合及び
重さが適正であること。

 レバーを操作し、遊び
を調べる。

 レバーの遊びが適正で
あること。

 ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ギヤボックス
 ロッド及びアー
ム類

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 かじ取り車輪
 パワーステアリ
ング装置（油圧倍
力装置を含む。）

 アーティキュ
レート機構（ロー
ドローラーに限
る。）

別表第２の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール
式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用する
こと。

5.1.5
制動装置

 走行ブレーキ
 駐車ブレーキ

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ロッド、リンク
及びケーブル類
 ホース及びパイ
プ

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 オイルブレーキ
 エアブレーキ
 ブレーキ倍力装
置

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ブレーキドラム
及 び ブ レ ー キ
シュー
 バックプレート
 駐車ブレーキド
ラム及びライニン
グ
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5.1.6
作業装置



散
水
装
置

ａ ポンプ駆動
装置（機械式
のものに限
る。）

 作動させて異音の有無
を調べる。

 異音がないこと。

 プロペラシャフトのス
プライン、ユニバーサル
ジョイント及びベアリン
グのがた及び損傷の有無
を調べる。

 がた及び損傷がないこ
と。

 ベルトの緩みを調べ
る。

 張り具合が適正である
こと。

 ベルトの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

ｂ ポンプ駆動
装置（電動式
のものに限
る。）

作動させて異常振動及び
異音の有無を調べる。

異常振動及び異音がない
こと。

ｃ 散水ポンプ  作動させて散水状態を
調べる。

 作動が正常であるこ
と。

 水漏れ及び損傷の有無
を調べる。

 水漏れ及び損傷がない
こと。

ｄ 散水タンク  亀裂、損傷及び取付け
部の緩みの有無を調べ
る。

 亀裂、損傷及び取付け
部の緩みがないこと。

 水漏れの有無を調べ
る。

 水漏れがないこと。

 水の汚れの有無を調べ
る。

 著しい汚れがないこ
と。

ｅ 散水フィル
ター

 フィルターエレメント
の目詰まりの有無を調べ
る。

 目詰まりがないこと。

 水漏れ及び損傷の有無
を調べる。

 水漏れ及び損傷がない
こと。

ｆ ホース、パ
イプ及びコッ
ク類

ホース、パイプ及びコッ
ク類の損傷及び取付け部の
緩みの有無を調べる。

損傷及び緩みがないこ
と。

 泥よけ装置  前進させ、及び後進さ
せて泥よけ機能の異常の
有無を調べる。

 正常に作動すること。

 ブレード及びアーム等
の損傷及び変形の有無並
びに取付け状態を調べ
る。

 損傷及び著しい変形が
なく、かつ、取付け状態
が適正であること。

 マットブラシ  タイヤ及びロールへの
接触状態を調べる。

 正常に接触しているこ
と。

 ブラシ及びホルダーの
損傷及び変形の有無並び
に取付け状態を調べる。

 損傷及び著しい変形が
なく、かつ、取付け状態
が適正であること。

5.1.7
油圧装置

 作動油タンク
 フィルター
 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 油圧ポンプ
 ＨＳＴ用ポンプ
付属弁
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力調整弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー

5.1.8
操作装置

操作レバー 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

5.1.9
安全装置
5.1.10
車体関係

 シャシーフレー
ム

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 キャブ
 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 けん引具  損傷及び変形の有無を
調べる。

 損傷及び著しい変形が
ないこと。

 ピンの欠損の有無を調
べる。

 欠損がないこと。

 歯止め 欠落及び損傷の有無を調
べる。

欠落及び損傷がないこ
と。
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 表示板
 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 計器類（油圧計、
電流計、燃料計、
油温計、水温計、
速度計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

5.1.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

5.2 振動ローラー

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

5.2.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

5.2.2
動力伝達装
置

 遠心クラッチ 作動させて無負荷及び負
荷状態における異常振動、
異音及び異常発熱の有無を
調べる。

異常振動、異音及び異常
発熱がないこと。

 カップリング この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

 分配機  エンジンを始動させ、
異音及び異常発熱の有無
を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 トランスミッ
ション

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 減速機  走行させて異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 プロペラシャフ
ト
 デファレンシャ
ル
 ファイナルドラ
イブ

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.3
振動装置

 振動機  作動させて異音及び異
常発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 ベルト  緩みを調べる。  張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 損傷及び摩耗の有無を
調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。

 防振ゴム  へたり、劣化、ひび割
れ及び損傷の有無を調べ
る。

 へたり、劣化、ひび割
れ及び損傷がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

5.2.4
走行装置

 ヨーク（キング
ピンを含む。）
 ロール

この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

 タイヤ（ホイー
ルを含む。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.5
操縦装置

 棒ハンドル（ハ
ンドガイド式のも
のに限る。）

 亀裂、損傷及び変形の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 取付け部のがたの有無
及びロックの効き具合を
調べる。

 がたがなく、かつ、効
き具合が適正であるこ
と。

 ハンドル 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。
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 ギヤボックス
 ロッド及びアー
ム類

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 かじ取り車輪
 パワーステアリ
ング装置（油圧倍
力装置を含む。）

 アーティキュ
レート機構

別表第２の「2.2 トラクター・ショベル（ホイール
式のものに限る。）」の検査方法及び判定基準を適用する
こと。

5.2.6
制動装置

この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.7
作業装置



散
水
装
置

ａ ポンプ駆動
装置（電動式
のものに限
る。）
ｂ 散水ポンプ
ｃ 散水タンク

この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

ｄ 散水フィル
ター
ｅ ホース、パ
イプ及びコッ
ク類

 泥よけ装置
 マットブラシ

この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.8
油圧装置

 作動油タンク
 フィルター

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 ＨＳＴ用ポンプ
付属弁
 油圧モーター
 油圧シリンダー
 方向制御弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー

5.2.9
操作装置
5.2.10
安全装置

この表の「5.1 ロードローラー及びタイヤローラー」
の検査方法及び判定基準を適用すること。

5.2.11
車体関係

5.2.12
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

別表第６ コンクリート打設用機械
6.1 コンクリートポンプ車

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

6.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

6.1.2
動力伝達装
置

下部走行体（トラッ
ク式のものに限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

6.1.3
走行装置
6.1.4
操縦装置
6.1.5
制動装置

6.1.6
作業装置 ブ

ー
ム
装
置

ａ ブーム  全伸長させて全体の曲
がり及び長手方向のねじ
れの有無を調べる。

 ブームの全長にわたっ
て上下及び左右に著しい
曲がりがなく、かつ、著
しいねじれがないこと。

 打痕及び局部的なへこ
み並びに溶接部の亀裂及
び損傷の有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 著しい打痕及びへこみ
並びに溶接部の亀裂及び
損傷がないこと。

ｂ リンク、ピ
ン及び抜け止
めボルト

 亀裂及び損傷の有無を
調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 屈伸させ、及び旋回さ
せて各連結のがたの有無
を調べる。

 著しいがたがないこ
と。
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 ピンの抜け止めボルト
の緩み及び脱落の有無を
調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ ホースガイ
ド

亀裂及び変形の有無を調
べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

亀裂及び著しい変形がな
いこと。



圧
送
装
置

ａ ポンプ本体  操作スイッチ及びレ
バーを操作し、ポンプの
作動の適否を調べる。

 正常に作動すること。

 コンクリートピスト
ン、吸入吐出弁及びロー
ターを作動させ、スト
ローク数又はローターの
回転数を調べる。

 ストローク数又はロー
ターの回転数が当該車体
の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 亀裂及び損傷の有無を
調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂及び損傷がないこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ 真空ポンプ  作動させて真空度を調
べる。

 真空度が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 ベルトの緩みを調べ
る。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 ベルトの損傷及び摩耗
の有無を調べる。

 損傷及び著しい摩耗が
ないこと。



洗
浄
装
置

ａ 水ポンプ  作動させて異音その他
異常の有無を調べる。

 異音がなく、かつ、正
常に作動すること。

 吐出圧力を調べる。  吐出圧力が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 水漏れの有無を調べ
る。

 著しい水漏れがないこ
と。

ｂ エアコンプ
レッサー

別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

ｃ 洗浄用詰物
の受け管

亀裂及び変形の有無を調
べる。

亀裂及び著しい変形がな
いこと。

ｄ ホース及び
配管類

 亀裂、損傷及び劣化の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び劣化が
ないこと。

 継手部の緩み、水漏れ
及びエア漏れの有無を調
べる。

 緩み、水漏れ及びエア
漏れがないこと。

6.1.7
油圧装置

 作動油タンク
 フィルター
 配管（ホース類、
高圧配管に限る。）

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

 油圧ポンプ
 油圧モーター
（コンクリートポ
ンプ用、攪拌

かくはん

機用、
旋回用に限る。）
 油圧シリンダー
（コンクリート圧
送用、バルブ切換
用、ブーム屈伸用、
アウトリガー用に
限る。）

ｃ 自動給油装
置

作動の適否を調べる。 正常に作動すること。

ｄ ホッパー及
び攪拌
かくはん

装置
 攪拌

かくはん

装置を作動させ、
正転時及び逆転時の異常
の有無を調べる。

 正常に作動すること。

 攪拌
かくはん

羽根の回転速度を
調べる。

 回転速度が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 ホッパー、スクリーン
及び羽根の亀裂、損傷及
び変形の有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
変形がないこと。

 駆動チェーンの緩みを
調べる。

 張り具合が当該車体の
構造及び性能に照らし、
適正な範囲にあること。

 チェーンカバーの変形
の有無及び取付け状態を
調べる。

 著しい変形がなく、か
つ、取付け状態が適正で
あること。

ｅ 輸 送 管、
ホース及び継
手

 亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 クランプの緩み及び脱
落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。
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 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁
 オイルクーラー
 アキュムレー
ター
 回転継手

6.1.8
操作装置

 操作レバー（回
転制御レバー、
吐 出 量 調 整 レ
バー、攪拌

かくはん

装置
操作レバー、ア
ウ ト リ ガ ー レ
バー、ブーム手
動 レ バ ー に 限
る。）

 レバーを操作し、操作
力及び遊びを調べる。

 操作力が適正で、かつ、
著しい遊びがないこと。

 ロック作動時の異常の
有無を調べる。

 正常に作動すること。

 操作パネルス
イッチ（リモコ
ンスイッチを含
む。）

 各スイッチを操作し、
各装置の作動の適否を調
べる。

 正常に作動すること。

 取付け部の緩みの有無
を調べる。

 緩みがないこと。

6.1.9
安全装置
6.1.10
車体関係

旋
回
装
置

ａ ターンテー
ブル

亀裂及び変形の有無を調
べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

亀裂及び著しい変形がな
いこと。

ｂ 旋回ベアリ
ング及び旋回
ギヤ

 緩旋回させて引っ掛か
り及び異音の有無を調べ
る。

 円滑に旋回し、かつ、
異音がないこと。

 旋回ギヤの亀裂及び摩
耗の有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルトの緩み、
折損及び脱落の有無を調
べる。

 緩み、折損及び脱落が
ないこと。

 ベアリングシールの損
傷の有無を調べる。

 損傷がないこと。

ｃ 旋回減速機  旋回中の異音及び異常
発熱の有無を調べる。

 異音及び異常発熱がな
いこと。

 ケース内の油量及び油
の汚れの有無を調べる。

 油量が適正で、かつ、
著しい汚れがないこと。

架
台
装
置

ａ サブフレー
ム及び旋回ベ
アリング架台

 亀裂及び変形の有無を
調べる
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ ブーム受台  亀裂及び変形の有無を
調べる。

 亀裂及び著しい変形が
ないこと。

 緩衝ゴムの損傷及び脱
落の有無を調べる。

 著しい損傷及び脱落が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
装
置

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト
ｂ ロック及び
ロックピン

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 昇降設備及び滑
り止め
 表示板
 表示灯及び作業
灯

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 計器類（圧力計、
真空計、温度計、
回転計を含む。）

作業装置を作動させ、各
計器の作動の適否を調べ
る。

正常に作動すること。

 下部走行体（ト
ラック式に限る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 ケースからの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

 取付けボルトの緩み及
び脱落の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 旋回中に旋回ブレーキ
を作動させ、効き具合を
調べる。

 効き具合が正常である
こと。
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 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

6.1.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

別表第７ 解体用機械
7.1 油圧ブレーカ

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

7.1.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

7.1.2
動力伝達装置
7.1.3
走行装置
7.1.4
操縦装置
7.1.5
制動装置

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.1.6
作業装置 ブ

レ
ー
カ
本
体

ａ ブレーカ上
部

 封入ガス圧力を調べ
る。
異常がある場合は、石
けん水等を用いてガス漏
れの有無を調べる。

 封入ガス圧力が当該車
体の構造及び性能に照ら
し、適正な範囲にあるこ
と。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ シリンダー  油漏れの有無を調べ
る。

 油漏れがないこと。

 ピン穴部の亀裂及びブ
ラケットはめ合い部の摩
耗の有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ ブレーカ下
部

 亀裂、損傷及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 チゼルしゅう動部のブ
シュの摩耗量を調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 チゼルしゅう動部から
の油漏れの有無を調べ
る。

 著しい油漏れがないこ
と。

 チゼルしゅう動部の給
脂状態を調べる。

 給脂が十分であるこ
と。

ｄ ア キ ュ ム
レーター

 ブレーカを作動させ、
ホースの異常な振れ、打
撃のむら打ち、異音その
他異常の有無を調べる。

 ホースの異常な振れ、
打撃のむら打ち、異音そ
の他異常がないこと。

 接続部からの油漏れの
有無を調べる。

 油漏れがないこと。

ｅ チゼル保持
ピン

亀裂、変形及び摩耗の有
無を調べる。

亀裂、変形及び著しい摩
耗がないこと。

ｆ チゼル保持
ピン用抜け止
めピン

亀裂、変形及び摩耗の有
無を調べる。

亀裂、変形及び著しい摩
耗がないこと。

ｇ チゼル 破砕先端部、本体との間
のしゅう動部、打撃受け面
その他の部分の亀裂、変形
及び摩耗の有無を調べる。

亀裂、変形及び著しい摩
耗がないこと。



ブ
ラ
ケ
ッ
ト
等

ａ ブラケット  亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けピン及びブシュ
の亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ 緩衝材 防振ゴムその他の緩衝材
の金具、ゴム及び合成樹脂
の亀裂、摩耗及び劣化の有
無を調べる。

亀裂、著しい摩耗及び劣
化がないこと。

ブ
ー
ム
等

ａ ブ ー ム、
アーム及びリ
ンク

別表第３の「3.1.4 作業装置」の「 ブーム、アー
ム、バケット及びリンク」の検査方法及び判定基準を適
用すること。

ｂ 散水配管  亀裂、ひび割れその他
損傷、劣化及びねじれの
有無を調べる。

 亀裂、ひび割れその他
損傷、劣化及びねじれが
ないこと。
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 取付け状態並びにボル
ト及びナットの緩み及び
脱落の有無を調べる。

 取付け状態が適正で、
かつ、ボルト及びナット
の緩み及び脱落がないこ
と。

7.1.7
油圧装置

 作動油タンク
 フィルター
 配管（ホース類、
高圧パイプに限
る。）
 油圧ポンプ
 油圧モーター
 油圧シリンダー
（作業機用、アウ
トリガー用に限
る。）
 方向制御弁
 電磁弁
 圧力制御弁
 流量制御弁
 逆止め弁（起伏
装置用、伸縮装置
用を含む。）
 回転継手
 オイルクーラー

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

7.1.8
操作装置

操作レバー等 別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

7.1.9
安全装置
7.1.10
車体関係

 作業範囲規制装
置

 作業装置を作動させ、
自動停止装置及び警報装
置の作動の適否を調べ
る。

 正常に作動すること。

 各機器の損傷の有無を
調べる。

 損傷がないこと。

 ケーブル及びコードの
損傷及び断線の有無並び
に絶縁の状態を調べる。

 損傷及び断線がなく、
かつ、絶縁が良好である
こと。

 ケーブル及びコードの
接続部及び端子部のカ
バーを開けて、腐食、焼
損及び緩みの有無を調べ
る。

 腐食、焼損及び緩みが
ないこと。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

 水準器  水準器の作動の適否を
調べる。

 正常に作動すること。

 損傷の有無及び取付け
状態を調べる。

 損傷がなく、かつ、取
付け状態が適正であるこ
と。

 角度計  起伏角度の範囲内で起
伏操作を行い、作動の適
否を調べる。

 正常に作動すること。

 角度計の損傷の有無及
び目盛等の鮮明度を調べ
る。

 損傷がなく、かつ、目
盛等が鮮明であること。

 取付け状態を調べる。  取付け状態が適正であ
ること。

 下部架台フレー
ム及びブラケット
（クローラフレー
ムを含む。）

別表第１の「1.4 下部走行体（クローラ式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。



ア
ウ
ト
リ
ガ
ー

ａ ビ ー ム、
ビームボック
ス及びフロー
ト（ホイール
式のものに限
る。）
ｂ ロック及び
ロックピン等
（ホイール式
のものに限
る。）

別表第１の「1.5 下部走行体（トラック式のものに
限る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

 旋回フレーム及
びブラケット
 旋回ベアリング
及び旋回ギヤ
 旋回減速機
 旋回ロック
 ペダルロック及
びレバーロック
 キャブ（ヘッド
ガードを含む。）

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 飛来物防護設備 亀裂、変形及び腐食の有
無を調べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

亀裂、著しい変形及び腐
食がないこと。
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 カウンターウェ
イト
 座席
 シートベルト
 昇降設備及び滑
り止め
 表示板
 スイッチ類及び
灯火類（灯火装置、
警報装置、方向指
示器、窓拭き器、
デフロスターを含
む。）
 計器類（油圧計、
空圧計、電流計、
燃料計、油温計、
水温計、表示灯を
含む。）
 後写鏡及び反射
鏡

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 給油脂 別表第２の「2.1 ブル・ドーザー及びトラクター・
ショベル（クローラ式のものに限る。）」の検査方法及び
判定基準を適用すること。

7.1.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

7.2 空圧ブレーカ

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

7.2.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

7.2.2
動力伝達装置
7.2.3
走行装置
7.2.4
操縦装置
7.2.5
制動装置

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.2.6
作業装置 ブ

レ
ー
カ
本
体

ａ ブレーカ上
部

 接続部の緩みの有無を
調べる。

 緩みがないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ シリンダー  ピン穴部の亀裂及びブ
ラケットはめ合い部の摩
耗の有無を調べる。

 亀裂及び著しい摩耗が
ないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｃ ブレーカ下
部

 亀裂、損傷及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、損傷及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

 チゼルしゅう動部のブ
シュの摩耗量を調べる。

 摩耗量が当該車体の構
造及び性能に照らし、適
正な範囲にあること。

 チゼルしゅう動部の給
脂状態を調べる。

 給脂が十分であるこ
と。

ｄ チゼル保持
ピン
ｅ チゼル保持
ピン用抜け止
めピン
ｆ チゼル

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

 ブラケット この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。



空
圧
装
置

ａ エアホース  ひび割れその他損傷及
び劣化並びに継手部分の
緩み及びエア漏れの有無
を調べる。

 ひび割れその他損傷及
び劣化並びに継手部分の
緩み及びエア漏れがない
こと。

 クランプの状態を調べ
る。

 クランプの状態が適正
であること。

ｂ 操作弁 操作して作動の適否を調
べる。

正常な打撃で、かつ、む
ら打ちがなく、かつ、確実
に停止すること。

ｃ ラインオイ
ラー

油量及び油の汚れの有無
を調べる。

油量が適正で、かつ、汚
れがないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日
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外
第



号
)

官
報







ブ
ー
ム
等

ａ ブ ー ム、
アーム及びリ
ンク
ｂ 散水配管

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

7.2.7
油圧装置
7.2.8
操作装置
7.2.9
安全装置
7.2.10
車体関係

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

7.2.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

7.3 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機

検査対象の構造及び装置 検 査 方 法 判 定 基 準

7.3.1
原動機

ディーゼルエンジン 別表第１の「1.1.1 ディーゼルエンジン」の検査方
法及び判定基準を適用すること。

7.3.2
動力伝達装置
7.3.3
走行装置
7.3.4
操縦装置
7.3.5
制動装置

別表第３の「3.1 パワー・ショベル及びドラグ・ショ
ベル（クローラ式のものに限る。）」又は「3.2 パワー・
ショベル及びドラグ・ショベル（ホイール式のものに限
る。）」の検査方法及び判定基準を適用すること。

7.3.6
作業装置 鉄

骨
切
断
具
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
砕
具

ａ フ レ ー ム
（上部フレー
ム及び下部
フレームに
限る。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けピン及びブシュ
の亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ｂ

旋
回
装
置

イ 旋回ベ
アリング
及び旋回
ギヤ

別表第１の「1.3 上部旋回体」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

ロ 旋回制
御器（鉄
骨切断機
及びコン
クリート
圧砕機の
ものに限
る。）

 効き具合を調べる。  効き具合が適正である
こと。

 旋回中の異音の有無を
調べる。

 異音がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

及
び
解
体
用
つ
か
み
具

ｃ

油
圧
装
置

イ 油 圧
モーター
（旋回用
に限る。）
ロ 回転継
手
ハ 配 管
（ホース
類、高圧
パイプに
限る。）
ニ 油圧シ
リンダー
（開閉用
に限る。）
ホ 方向制
御弁
ヘ 電磁弁
ト 圧力制
御弁
チ 流量制
御弁

別表第１の「1.2 油圧装置」の検査方法及び判定基
準を適用すること。

ｄ

切
断
部
、
圧
砕
部
及
び
つ
か
み
部

イ 切 断
アーム、
圧砕アー
ム及びつ
かみアー
ム

亀裂、変形及び摩耗の有
無を調べる。
亀裂の存在が疑われる場
合は探傷器等で調べる。

亀裂、変形及び著しい摩
耗がないこと。

ロ カ ッ
ター（鉄
骨切断機
及びコン
クリート
圧砕機の
ものに限
る。）

 亀裂、欠け及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、欠け及び著しい
摩耗がないこと。

 ボルトの緩み及び脱落
の有無を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。
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ハ つかみ
リ ン ク
（解体用
つかみ機
に限る。）

 亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。
亀裂の存在が疑われる
場合は探傷器等で調べ
る。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 取付けピン及びブシュ
の亀裂、変形及び摩耗の
有無を調べる。

 亀裂、変形及び著しい
摩耗がないこと。

 ピンシールの損傷の有
無を調べる。

 損傷がないこと。

 取付けボルト及びナッ
トの緩み及び脱落の有無
を調べる。

 緩み及び脱落がないこ
と。

ニ 圧砕ポ
イント及
びつかみ
ポイント

脱落、がた及び摩耗の有
無を調べる。

脱落、がた及び著しい摩
耗がないこと。

ブ
ー
ム
等

ａ ブ ー ム、
アーム及びリ
ンク
ｂ 散水配管

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

7.3.7
油圧装置
7.3.8
操作装置
7.3.9
安全装置
7.3.10
車体関係

この表の「7.1 油圧ブレーカ」の検査方法及び判定
基準を適用すること。

7.3.11
総合テスト

走行及び各作業装置の操
作を行い、機能することを
確認し、異常振動、異音及
び異常発熱の有無を調べ
る。

各装置が正常に機能し、
かつ、異常振動、異音及び
異常発熱がないこと。

令
和

年


月


日
水
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報






